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１章 計画の概要 

１ 策定の趣旨 

わが国では、少子・高齢化、これに伴う人口減少が継続しており、価値観や生活習慣の多

様化も加速しています。さらに、令和２（2020）年に発生した新型コロナウイルス感染症の

影響により、地域住民同士のつながりや助け合いの活動が希薄化し、地域の支え合いの力

のさらなる低下が懸念されています。 

 

こうした中、国では令和２（2020）年に社会福祉法の一部が改正され、制度の狭間で福

祉サービスに結びつかないケースや、育児と介護の両立など複合的な課題を抱えている世

帯等、地域住民の複雑化・複合化した支援ニーズに対応する包括的な支援体制を構築す

ることで、「地域共生社会」の実現に向けた地域福祉の一層の推進を図ることとしています。 

 

木津川市及び木津川市社会福祉協議会（以下、「社協」と記載します。）では、「思いやり 

あふれる笑顔 ひろがる輪 ～みんなで地域共生社会をめざそう～」を基本理念とした『第３

次木津川市地域福祉計画・木津川市地域福祉活動計画』を令和２（2020）年に策定し、

「地域共生社会」の実現に向けた様々な取組・活動を推進してきました。 

 

今回、令和６（2024）年度に計画期間満了の時期を迎えることから、本市の福祉をさら

に向上させるため、また、本市の福祉の上位計画として、新たに令和７（2025）年度から５

年間を計画期間とする『第４次木津川市地域福祉計画・木津川市地域福祉活動計画』を

策定したものです。 
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２ 計画の位置づけ 

（１）計画の法的根拠 

本計画は、社会福祉法第４条に規定する地域福祉を推進するため、同法第 107 条の規

定に基づき市町村が策定する「地域福祉計画」で、規定される５つの事項を示す本市の福

祉の上位計画です。 

 

 

 

 

 

 

 

 

また、同法第 109 条に規定されている市社協が策定する「地域福祉活動計画」と一体

化することで、地域福祉に関する実効性を高める計画とします。 

本計画は、行政と民間を結び、福祉に関わる各分野をつなぐ「横糸」となる計画であり、

福祉から地域活性化を展望する「福祉のまちづくり計画」です。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

木津川市総合計画 

 

木津川市地域福祉計画・ 

木津川市地域福祉活動計画 

・木津川市障害者基本計画・障害福祉計画・ 

障害児福祉計画 

・木津川市高齢者福祉計画・介護保険事業計画 

・木津川市子ども・子育て支援事業計画 

・すこやか木津川 21プラン～健康増進計画・ 

食育推進計画～ 

・木津川市自殺対策計画         等 

整合性 

【社会福祉法第 107条に規定される５つの事項】 

一 地域における高齢者の福祉、障害者の福祉、児童の福祉その他の福祉に関し、共通して

取り組むべき事項 

二 地域における福祉サービスの適切な利用の推進に関する事項 

三 地域における社会福祉を目的とする事業の健全な発達に関する事項 

四 地域福祉に関する活動への住民の参加の促進に関する事項 

五 地域生活課題の解決に資する支援が包括的に提供される体制の整備に関する事項 

支援 

京都府地域福祉支援計画 

社会福祉法第 107条・109条 
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（２）SDGｓの視点を踏まえた計画の推進 

平成 27（2015）年９月、国連では「持続可能な開発のための 2030 アジェンダ」が

全会一致で 採択され、国際社会が一体となって「ＳＤＧｓ（持続可能な開発目標）」の達成

に向けた取組を進めています。国では、平成 28（2016）年に政府内に推進本部が設置さ

れ、同年 12 月に実施方針が決定されており、地方公共団体においても、ＳＤＧｓ達成に向け

た取組の推進が求められています。 

本市では、令和３（2021）年５月に「SDGｓ日本モデル宣言」に賛同し、SDGｓに取り組

む姿勢を表明しています。本計画においても、ＳＤＧｓの理念を反映させ「誰一人取り残さな

い」持続可能でよりよい社会の実現をめざします。 

 

【第４次木津川市地域福祉計画・地域福祉活動計画で取り組む SDGｓのゴール】 

 

 

 

 

  

【目標２】 
飢餓に終止符を打ち、食料の安定確保と栄養の改善を達成するとともに、持続可能な農業を推進する 

【目標３】 
あらゆる年齢のすべての人々の健康的な生活を確保し、福祉を推進する 

【目標４】 
すべての人々に包括的かつ公平で質の高い教育を提供し、生涯学習の機会を促進する 

【目標５】 

ジェンダーの平等を達成し、すべての女性と女児のエンパワーメントを図る 

【目標 10】 
国内および国家間の不平等を是正する 

【目標 11】 

都市と人間の居住地を包摂的、安全、強靭かつ持続可能にする 

【目標 13】 

気候変動とその影響に立ち向かうため、緊急対策を取る 

【目標 16】 
公平、平和かつ包摂的な社会を推進する 

【目標 17】 

持続可能な開発に向けてグローバル・パートナーシップを活性化する 
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３ 計画の期間 

本計画は、令和７（2025）年度から令和 11（2029）年度までの５年間を計画期間とし

ます。なお、社会動向の変化や計画の推進状況に応じて計画の見直しを行います。 

 

４ 計画の性格 

地域を構成するみんなの計画です。本市の福祉資源や、これまでの事業・活動の実績を

基にして、みんなが参加・活躍しやすくなるための、一人ひとりを主役とする行動計画であり、

市と社協を中心に、みんなで進行を見守っていきます。 
 

主 体 

市民・地域・福祉事業者・関係団体・社協・市など、本市を構成するあらゆる

主体を等しく主役とし、様々な立場の人々や機関が、それぞれの機能・役割を
発揮し、互いに協力しながら実施していくための計画です。 
それぞれの主体は、支援される側と支援する側にわかれるものではなく、す
べての人や機関は、様々な場面において支え、支えられる関係にあります。 
各組織は、そこに属する人々によって成り立っています。本計画は、地域、組
織を構成する一人ひとりの「人」のためのものであり、一人ひとりを主役としま
す。 

 

５ 策定のプロセス 

市と社協が一緒になり、市民・事業者・団体等の参加・参画を得ながら策定しました。 

 

（１）市民アンケート調査の実施 

市内に居住の 18 歳以上の人から 2,000 名を無作為に抽出し、郵送による配付・回収

により、アンケート調査を実施しました。 

 

（２）団体アンケート調査の実施 

市内で地域福祉に関連する活動を行っている 444 団体を対象に、社協の窓口にて配

付・回収することにより、アンケート調査を実施しました。 

 

（３）地域懇談会の実施 

毎年、各圏域で地域懇談会を実施し、市民や各種団体の意見聴取を行いました。 

 

（４）策定作業部会の実施 

社協において、計画策定における作業部会を設け、地域福祉のさらなる発展に向けて協

議しました。 
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（５）木津川市地域福祉計画策定委員会の開催 

計画を策定するため、木津川市地域福祉計画策定委員会を開催し、市民や各種団体な

どの代表とともに、市民の参画を得ました。 

 

（６）ホームページなどを活用した計画に対する意見の聴取（予定） 

広く市民の意見を聴取するために、令和●（●●●●）年●月から●月まで、パブリック

コメントを実施しました。 
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第２章 地域福祉を取り巻く状況と課題 

１ 国のながれ（主な制度改正等） 

（１）地域共生社会の実現のための社会福祉法等の一部を改正する法律 

（令和３（2021）年４月施行） 

少子高齢化が急速に進行し、人口減少社会に直面するとともに、単身世帯の増加など家

族の在り方や地域のつながりの希薄化など地域社会も変化する中で、いわゆる「8050 問

題｣やダブルケアなど個人や世帯が抱える複雑・複合化した課題に対応する市町村の包括

的な支援体制となる「重層的支援体制整備事業」が創設されました。この事業では、市町

村全体の支援機関・地域の関係者が断らず受け止め、つながり続ける支援体制を構築する

ことをコンセプトに、「属性を問わない相談支援」、「参加支援」、「地域づくりに向けた支援」

の３つの支援を一体的に実施することで、従来型の支援と新たなニーズとのギャップを埋め

ることをめざしています。 

 

～重層的支援体制イメージ図～ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※地域共生社会のポータルサイト（厚生労働省）を加工して作成 
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（２）第二期成年後見制度利用促進基本計画（令和４（2022）年３月閣議決定） 

第二期計画では、「尊厳のある本人らしい生活の継続と地域社会への参加を図る権利

擁護支援の推進」をめざし、権利擁護支援の一環として成年後見制度の利用促進を推進

することとしています。これを踏まえた今後の施策の目標として、ノーマライゼーションの理念

を十分考慮し成年後見制度の見直しに向けた検討を行うこと、また、市町村長申立て及び

成年後見制度利用支援事業の見直しに向けた検討を行うこと、さらに、権利擁護支援策を

総合的に充実するための検討を行うことを掲げています。また、成年後見制度の運用改善

等や、地域連携ネットワークづくりに積極的に取り組むこととしています。 

 

（３）第二次再犯防止推進計画（令和５（2023）年３月閣議決定） 

第一次計画に基づく各種施策の取組により、一定の成果がみられるなか、第二次計画で

は、①個々の対象者の主体性を尊重し、それぞれが抱える課題に応じた“息の長い”支援を

実現、②就労や住居の確保のための支援をより一層強化することに加え、犯罪をした者等

への支援の実効性を高めるための相談拠点及び民間協力者を含めた地域の支援連携（ネ

ットワーク）拠点の構築、③国と地方公共団体との役割分担を踏まえ、地方公共団体の主体

的かつ積極的な取組を促進するとともに、国・地方公共団体・民間協力者等の連携強化の

３つを基本的な方向性として、さらなる取組の推進を図ることとしています。 

 

 

（４）こども基本法（令和５（2023）年４月施行） 

こども基本法は、日本国憲法及び児童の権利に関する条約の精神にのっとり、全てのこど

もが、将来にわたって幸福な生活を送ることができる社会の実現をめざし、こども政策を総

合的に推進することを目的としています。同法は、こども施策の基本理念のほか、こども大綱

の策定やこども等の意見の反映などについて定めています。 
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２ 地域福祉を取り巻く木津川市の状況 

（１）人口・世帯等の状況 

人口は平成 30（2018）年の 76,447人から令和５（2023）年 80,026人まで増加し

てきましたが、令和６（2024）年３月末現在では 79,528 人となり、前年より減少していま

す。 

世帯数は増加を続け、同年同月現在では 33,275世帯となっています。 

１世帯当たり人員は、平成 30（2018）年の 2.56人が、令和６（2024）年には 2.39人

となり、世帯規模の縮小が進んでいます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

資料：住民基本台帳（各年３月末現在） 
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０～14 歳の年少人口は令和２（2020）年をピークに減少傾向、15～64 歳の生産年齢

人口はほぼ横ばいで推移しています。65 歳以上の高齢者人口は増加を続け、令和６

（2024）年３月末現在の高齢化率は 25.3％となっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

木津川市の出生数は令和元（2019）年から減少傾向にあります。死亡数は令和３

（2021）年まで増減しながら横ばいで推移していましたが、令和４年に急増し 754 人にな

っています。このため、令和３（2021）年までは自然増が続いていましたが、令和４（2022）

年から自然減に転じています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  資料：木津川市統計書（10月１日～翌年９月 30日） 

    

671 682 636 613

499

-576 -555
-604 -582

-754

95
127

32 31

-255

-600

-400

-200

0

200

400

600

-900

-700

-500

-300

-100

100

300

500

700

900

平成30年

(2018)

令和元年

(2019)

令和2年

(2020)

令和3年

(2021)

令和4年

(2022)

(人)(人)
■出生・死亡者数の推移

出生数 死亡率 自然増減

資料：住民基本台帳（各年３月末現在） 
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平成27（2015）年及び令和２（2020）年の国勢調査から木津川市の世帯構成の推移

をみると、単身世帯の増加割合が最も多くなっており、夫婦のみ世帯、二世代世帯及びその

他（四世代等）世帯も増加しています。一方、三世代世帯は減少しています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

国勢調査から木津川市のひとり親世帯の推移をみると、平成 27（2015）年の 553 世

帯が、令和２（2020）年には 614世帯となり、1.1倍増加しています。 

ひとり親世帯のうち母子世帯は、89.3％と多くの割合を占めています。 

父子世帯は母子世帯と比較すると少ないものの、平成 27（2015）年の 47 世帯が、令

和２（2020）年には 66世帯となり、1.4倍に増加しています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

国勢調査から木津川市の高齢者世帯の推移をみると、平成 27（2015）年の 10,546

世帯が、令和２（2020）年には 11,975世帯となり、1.1倍となっています。特に、単身世帯

は 1.3倍と増加が顕著です。 

 

 

 

 

 

 

  

資料：国勢調査（各年 10月１日現在） 

■母子・父子世帯

母子 父子 合 計

世帯数（世帯） 506 47 553

構成比（％） 91.5 8.5 100.0

総世帯に占める割合（％） 1.90 0.18 2.08

世帯数（世帯） 548 66 614

構成比（％） 89.3 10.7 100.0

総世帯に占める割合（％） 1.84 0.22 2.06

平成27年
（2015）

令和2年
（2020）

資料：国勢調査（各年 10月１日現在） 

■高齢者世帯 ■母子・父子世帯

単身 夫婦のみ その他 合 計

世帯数（世帯） 2,132 3,964 4,450 10,546

構成比（％） 20.2 37.6 42.2 100.0

世帯数（世帯） 2,744 4,683 4,548 11,975

構成比（％） 22.9 39.1 38.0 100.0

平成27年
（2015）

令和２年
（2020）

資料：国勢調査（各年 10月１日現在） 

■世帯構成 ■高齢者世帯

単身 夫婦のみ 二世代 三世代 その他 合 計

世帯数（世帯） 5,262 6,355 12,777 1,434 796 26,624

構成比（％） 19.8 23.9 48.0 5.4 3.0 100.0

世帯数（世帯） 6,789 7,126 13,896 1,114 837 29,762

構成比（％） 22.8 23.9 46.7 3.7 2.8 100.0

令和2年
（2020）

平成27年
（2015）
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（２）要支援者の状況 

要介護（要支援）認定者、障害者手帳所持者、生活保護被保護者といった支援を必要と

する人は、令和元（2019）年度の 8,259人が、令和５（2023）年度には 9,169人となり、

1.1倍となっています。なかでも、障害者手帳所持者の総人口に占める割合は 0.67 ポイン

ト増加しており、他に比べて高くなっています。また、総人口に占める割合は、障害者手帳所

持者が最も高く、令和５（2023）年度では 6.26％となっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

資料：木津川市調べ（各年度末現在） 

■要支援者

要介護(要支援)

認定者数

障害者手帳

所持者数

生活保護

被保護人員
合　計

人数（人） 3,274 4,380 605 8,259

構成比（％） 39.6 53.0 7.3 100.0

総人口に占める

割合（％）
4.18 5.59 0.77 10.53

人数（人） 3,451 4,557 573 8,581

構成比（％） 40.2 53.1 6.7 100.0

総人口に占める

割合（％）
4.35 5.75 0.72 10.83

人数（人） 3,536 4,663 578 8,777

構成比（％） 40.3 53.1 6.6 100.0

総人口に占める

割合（％）
4.44 5.86 0.73 11.02

人数（人） 3,616 4,847 566 9,029

構成比（％） 40.0 53.7 6.3 100.0

総人口に占める

割合（％）
4.52 6.06 0.71 11.28

人数（人） 3,637 4,976 556 9,169

構成比（％） 39.7 54.3 6.1 100.0

総人口に占める

割合（％）
4.57 6.26 0.70 11.53

令和２年度
（2020）

令和４年度
（2022）

令和３年度
（2021）

令和元年度
（2019）

令和５年度
（2023）
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①高齢者の状況 

要介護（要支援）度区分認定者の総数は、令和元（2019）年度の 3,274 人が、令和５

（2023）年度には 3,637人となり、増加しています。 

要介護２及び要介護３は増加、要支援１、要支援２、要介護１、要介護４及び要介護５は多

少減少したことはあるものの、おおむね増加しています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料：高齢介護課（各年度末現在） 

422

12.9%

464

13.4%

484

13.7%

493

13.6%

433

11.9%

500

15.3%

509

14.7%

538

15.2%

527

14.6%

601

16.5%

596

18.2%

657

19.0%

642

18.2%

642

17.8%

610

16.8%

634

19.4%

637

18.5%

637

18.0%

666

18.4%

690

19.0%

454

13.9%

477

13.8%

491

13.9%

541

15.0%

554

15.2%

400

12.2%

459

13.3%

483

13.7%

480

13.3%

469

12.9%

268

8.2%

248

7.2%

261

7.4%

267

7.4%

280

7.7%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

令和元年度

（2019）

（3,274人）

令和２年度

（2020）

（3,451人）

令和３年度

（2021）

（3,536人）

令和４年度

（2022）

（3,616人）

令和５年度

（2023）

（3,637人）

■要介護（要支援）認定区分別認定者数

要支援１ 要支援２ 要介護１ 要介護２ 要介護３ 要介護４ 要介護５
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②障がい者の状況 

障がい種別毎の手帳交付者数は、身体障がいが最も多く、次いで知的障がい、精神障

がいとなっています。 

全ての障がい種別で交付者が増加しており、手帳交付者数は令和元（2019）年度の

4,380人から、令和５（2023）年度 4,976人に増加しています。 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

③生活保護世帯の状況 

生活保護の被保護世帯及び被保護人員は、多少の増減があるものの、減少傾向を示し

ています。 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料：木津川市統計書（年度末現在） 

3,287 3,387 3,433 3,486 3,529

638 660 694 736 771

4,380

455

4,557

510

4,663

536

4,847

625

4,976

676

0

1,000

2,000

3,000

4,000

5,000

6,000

令和元年度

（2019）

令和２年度

（2020）

令和３年度

（2021）

令和４年度

（2022）

令和５年度

（2023）

（人） ■障害者手帳交付者数

身体障がい 知的障がい 精神障がい

資料：くらしサポート課（各年度末現在） 

412 408 401 407 401 

605 573 578 566 556 

0

100

200

300

400

500

600

700

令和元年度

（2019）

令和２年度

（2020）

令和３年度

（2021）

令和４年度

（2022）

令和５年度

（2023）

（世帯、人） ■被保護世帯数・被保護人員の推移

被保護世帯数 被保護人員
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④要保護・準要保護児童生徒の状況 

要保護・準要保護児童生徒数は、令和元（2019）年度から令和２（2020）年度にかけ

て減少しているものの、その後は増加しており、令和５（2023）年度は 981 人となっていま

す。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（３）虐待防止と権利擁護の状況 

虐待の通報件数は年度により異なっており、令和４（2022）年度は件数の大きな増加が

みられました。 

通報のあった虐待の種類を見ると、全体の約 70％が心理的虐待で最も多く、次いで身

体的虐待、ネグレクト、性的虐待となっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料：学校教育課（各年度５月１日現在） 

資料：こども未来課（各年度末現在） 
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日常生活自立支援事業利用者数に大きな変化はなく、毎年度 50 人前後で推移してい

ます。 

 

 

 

 

 

成年後見制度利用者数は、令和元（2019）年の62人から令和５（2023）年度には74

人に増加しています。 

 

 

 

 

 

 

（４）福祉活動等の状況 

老人クラブ団体数、会員数ともに減少が続き、令和５（2023）年度はそれぞれ 85 団体、

3,154人となっています。 

令和５（2023）年度の会員数を令和元（2019）年度と比較すると、0.8 倍で減少してい

ます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

資料：高齢介護課（各年度末現在） 

単位：人 

資料：木津川市社会福祉協議会（各年度末現在） 

■日常生活自立支援事業利用者数

令和元年度
（2019）

令和２年度
（2020）

令和３年度
（2021）

令和４年度
（2022）

令和５年度
（2023）

53 47 54 54 50

単位：人 

資料：福祉総合相談室 

※令和３年までは 12.31現在（暦年）、令和 4年より調査期間 

変更により 3.31現在（年度） 

■成年後見制度利用者数

令和元年度
（2019）

令和２年度
（2020）

令和３年度
（2021）

令和４年度
（2022）

令和５年度
（2023）

成年後見制度利用者数（人） 62 64 66 77 74
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シルバー人材センターの会員数は増加を続け、令和５（2023）年度には 438人となって

います。 

また、年間延べ就業人員は、おおむね増加傾向にあり、令和５（2023）年度は 38,149

人となっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ボランティア登録団体は、令和３（2021）年度をピークに減少し、令和５（2023）年度に

は 105団体となっています。 

また、登録者数も令和３（2021）年度をピークに減少し、令和５（2023）年度には

1,215人となっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

資料：高齢介護課（各年度末現在） 

資料：木津川市社会福祉協議会（各年度末現在） 
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令和５（2023）年度の民生委員・児童委員は定数の 142 人となっています。男性が 41

人、女性が 101人で、女性が 71.1％を占めています。 

令和２（2020）年度の延活動日数及び訪問回数は新型コロナウイルス感染症の影響に

よる減少がみられますが、令和３（2021）年度以降徐々に増加しています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

登録サロン数は令和元（2019）年度から令和３（2021）年度にかけて減少、その後は

増加し、令和５（2023）年度には 179団体となっています。 

 

 

 

 

 

令和５（2023）年度の社会を明るくする運動参加者数は 41人です。令和元（2019）年

度と比較して 0.7 倍に減少しています。（令和２（2020）、令和３（2021）年度は新型コロ

ナウイルス感染症の影響により中止） 

 

 

 

 

  

資料：社会福祉課（委員数：各年度 12月１日現在、その他：各年度末現在） 

■民生委員・児童委員の状況

総数 男 女 総　数 相談・指導 その他

令和元年度
（2019）

142 41 101 16,771 15,055 15,668 1,661 14,007

令和２年度
（2020）

140 41 99 12,698 15,996 10,139 1,113 9,026

令和３年度
（2021）

141 41 100 13,091 14,714 10,492 1,186 9,306

令和４年度
（2022）

142 41 101 14,637 14,722 12,525 1,443 11,082

令和５年度
（2023）

142 41 101 15,864 20,478 14,112 1,321 12,791

委員数（人）
延活動日数
（日）

訪問回数
（回）

活動内容（件）

単位：団体 

資料：木津川市社会福祉協議会（各年度末現在） 

■登録サロン数
令和元年度
（2019）

令和２年度
（2020）

令和３年度
（2021）

令和４年度
（2022）

令和５年度
（2023）

154 165 152 162 179

資料：社会福祉課（各年度末現在） 

■社会を明るくする運動参加者数

令和元年度
（2019）

令和２年度
（2020）

令和３年度
（2021）

令和４年度
（2022）

令和５年度
（2023）

57 - - 39 41

単位：人 
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令和５（2023）年度の配食サービス利用者は 410人です。令和元（2019）年度から令

和２（2020）年度にかけて、51人増加しましたが、その後は 400人前後で推移しています。 

 

 

 

 

 

令和５（2023）年度から福祉なんでも相談を開始したため、令和５（2023）年度の福祉

に関する相談件数は令和元（2019）年度の 70件の 2.1倍の 149件に増加しています。 

令和５（2023）年度以前から実施している相談件数は多い方からおおよそ、法律相談

60件弱、司法書士相談 10件前後、心配ごと相談５件未満で推移しています。 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

単位：人 

資料：木津川市社会福祉協議会（各年度末現在） 

■配食サービス利用者数
令和元年度
（2019）

令和２年度
（2020）

令和３年度
（2021）

令和４年度
（2022）

令和５年度
（2023）

366 417 407 392 410

資料：木津川市社会福祉協議会（各年度末現在） 
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３ 暮らしの中の主な施設 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 木津川市は旧木津町・加茂町・山城町の 3 つの町が合併し、平成 19（2007）年に誕生した

85．13平方キロメートルの市です。 

 上図のとおり市を４つの圏域に分けたときの、主な施設は次ページからのとおりです。（※令和

６（2024）年○月末現在） 

 

＜障がい者施設の区分＞ 

居 居宅介護  就移 就労移行支援 

重 重度訪問介護  就継Ａ 就労継続支援Ａ型 

同 同行援護  就継Ｂ 就労継続支援Ｂ型 

行 行動援護  生 生活介護 

計 計画相談支援  入 施設入所支援 

短 短期入所  共 共同生活援助 

自 自立訓練  児発 児童発達支援 

地移 地域移行支援  放 放課後等デイサービス 

地定 地域定着支援  保訪 保育所等訪問支援 

   他 その他の障がい者関連施設 
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（１）木津東圏域 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

IC 
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●健康福祉総合 35 相楽児童発達支援センター（児発・保訪） 

１ 木津川市役所 36 相楽聴覚言語障害センター（計・地移・地定） 

２ 木津保健センター 37 グループホーム相朋舎「めぶき」（短・共） 

３ 木津川市社会福祉協議会 本所・木津支所 38 グループホーム 百代の木（共） 

４ 地域包括支援センター 木津東 39 ショートステイ 百代の木（短） 

５ 木津老人福祉センター 40 相談支援 シナプス（計） 

６ 木津子育て支援センター 41 相談支援事業所 HOOP（計） 

７ 木津東部子育て支援センター 42 ウィズ（児発・放） 

８ ボランティアセンター 43 コペルプラス 木津教室（児発・放・保訪） 

●健康増進 44 Reo.n（児発・放） 

９ 京都山城総合医療センター 45 児童発達支援・放課後等デイサービス「PIPI」（児発・放） 

10 京都府山城南保健所（総合庁舎内） 46 児童発達支援・放課後等デイサービス羽ばたき（児発・放） 

●子ども・子育て 47 アクセス 音色（居・重） 

11 木津保育園 48 チェリッシュスマイル木津（共） 

12 清水保育園 49 ニチイケアセンターきづがわ（居・重） 

13 木津保育園分園 50 訪問介護事業所白ゆり（居・重） 

14 愛光こども園 51 のんびり（短） 

15 愛光みのりこども園 52 すくすく（児発） 

16 認定こども園州見台さくら 53 のびのび（放） 

17 梅美台こども園 54 シトラスケアサービス（居・重・同） 

18 なごみこども園 55 シャンティハウス（共） 

19 木津幼稚園 56 相談支援センター かたらひ（計） 

20 みかのはら幼稚園 57 運動療育型児童デイ スーパーキッズ 木津川校（児発・放） 

21 病児・病後児保育室おひさま 58 運動療育型児童デイ スーパーキッズ 宮ノ内校（児発・放）  

22 木津小学校 59 運動療育型児童デイ スーパーキッズ 宮ノ内南校（児発・放） 

23 梅美台小学校 ●高齢・介護 

24 州見台小学校 60 介護老人保健施設やましろ 

25 城山台小学校 61 特別養護老人ホーム 木津芳梅園 

26 木津南中学校 62 特別養護老人ホーム きはだの郷 

●障がい 63 グループホーム フレンド平城山・山城 

27 ケアセンターカインド木津川（居・重） 64 グループホーム エバホーム 

28 ジョブハーモニー（就継ＡＢ） 65 有料老人ホーム アムール城山台 

29 障害者相談支援センター いづみ（計・地移・地定）  66 有料老人ホーム サンシティ木津 

30 Dプロジェクト（就移・就継Ｂ） 67 住宅型有料老人ホーム福丸 

31 短期入所生活介護きはだの郷（短） 68 住宅型有料老人ホーム福太郎 

32 いづみ児童デイサービスきづ（放） 69 有料老人ホーム ケアポート梅美台 

33 メロディー（放・児発） ●地域防災等 

34 ハーモニーケアサービス（放） 70 相楽中部消防署 
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（２）木津西圏域 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

●健康福祉総合 14 木津川台小学校 

１ 木津川市 西部出張所 15 木津中学校 

２ 相楽老人福祉センター 16 木津第二中学校 

３ 地域包括支援センター 木津西 ●障がい 

●子ども・子育て 17 サービスセンター相楽（短・居・重・行） 

４ 相楽保育園 18 相楽デイセンター（生） 

５ 相楽台保育園 19 生活介護事業所ゆるり（生） 

６ 認定こども園木津川台 20 まんなり 西木津店（就継Ｂ） 

７ 認定こども園藍咲学園 21 オープンスペース ぽらりす（生・就継Ｂ） 

８ 認定こども園木津さくらの森 22 ヘルパーステーションケアブレス木津川（居・重） 

９ 愛光兜台こども園 23 市社会福祉協議会（居・重） 

10 相楽幼稚園 24 コラソン（放・児発） 

11 相楽小学校 25 たいよう sun（放・児発） 

12 高の原小学校 26 きゅんきゅん（居・重・行） 

13 相楽台小学校 27 みるきぃ（短） 

IC 

IC 

IC 
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28 ぷわり（計・地移・地定） 33 グループホーム 西木津ぬくもりの里 

29 ながいきケアヘルパー木津川（居・重） 34 有料老人ホーム ローズライフ高の原 

30 スモールステップ（児発・放） 35 有料老人ホーム サンシャインコート京都木津川 

31 放課後等デイサービス ノビルチカラ（放） ●地域防災等 

●高齢・介護 36 相楽中部消防署 木津西出張所 

32 特別養護老人ホーム ゆりのき   
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（３）加茂圏域 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

●健康福祉総合 13 サービスセンター いづみ（居・重・行） 

１ 木津川市 加茂支所 14 第一いづみ荘（共・短） 

２ 加茂保健センター 15 第二いづみ荘（共・短） 

３ 木津川市社会福祉協議会 加茂支所 16 ワーキングセンターいづみ（生・短・自・就継Ｂ） 

４ 地域包括支援センター 加茂 17 いづみ児童デイサービスかも（放） 

５ 加茂子育て支援センター 18 いづみ児童デイサービスかも第二（放） 

●子ども・子育て 19 加茂タウンⅠ号館（共・短） 

６ いづみこども園 20 加茂タウンⅡ号館（共） 

７ 南加茂台保育園 ●高齢・介護 

８ 加茂小学校 21 特別養護老人ホーム 加茂の里 

９ 恭仁小学校 22 ケアハウスあじさい 

10 南加茂台小学校 23 グループホーム 加茂ぬくもりの里 

11 泉川中学校 ●地域防災等 

●障がい 24 相楽中部消防署 加茂出張所 

12 いづみワーキングサポートちくたく（就継Ｂ）   
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（４）山城圏域 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

●健康福祉総合 15 グループホーム相朋舎（共） 

１ 木津川市 山城支所 16 工房グリーンフィールド（生・就継ＡＢ） 

２ 山城保健センター 17 クローバー（放・児発） 

３ 木津川市社会福祉協議会 山城支所 18 児童デイサービスきらら（放） 

４ 地域包括支援センター 山城 19 きづがわ福祉会（計） 

５ 山城老人福祉センター 20 ケアステーション山城（生・就継 B・短・共） 

６ 山城子育て支援センター 21 カルデモンメ（自） 

●子ども・子育て 22 ソーシャルインクルーホーム木津川山城町（共） 

７ やましろこども園 23 短期入所 木津川山城町（短） 

８ 上狛小学校 24 相談支援事業所 けせらせら（計） 

９ 棚倉小学校 25 おっとっと（児発・保訪） 

10 山城中学校 ●高齢・介護 

●障がい 26 特別養護老人ホーム・グループホーム山城ぬくもりの里 

11 もえぎ（生） 27 ケアハウスなでしこ 

12 あんずデイセンター（生） 28 グループホーム 涌出ぬくもりの里 

13 横手通り 43番地「庵」（入・短） ●地域防災等 

14 しょうがい者生活支援センター「あん」（地移・地定・計） 29 相楽中部消防署 山城出張所 
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４ 市民アンケート結果の概要 

（１）調査の目的と実施概要 

今後の地域福祉のあり方の検討や関連する取組のさらなる推進に向け、市民の皆様の

ご意見等をうかがい、次期地域福祉計画・地域福祉活動計画の基礎資料として活用するこ

とを目的に市民アンケート調査を実施しました。 

 

【実施概要】 

調査対象 調査実施時期 配付・回収方式 

市内在住 18歳以上の市民 
令和６（2024）年１月～ 

２月７日 
郵送配付・回収 

（WEB回答併用） 

【配付・回収状況】 

配付数 回収数 総回収率 

2,000票 
684票 

（郵送 498票、WEB186票） 
34.2％ 

 

（２）調査結果の概要 

① 回答者の属性 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

41.5%

57.7%

0.0%

0.7%

0% 20% 40% 60% 80%

男

女

その他

無回答

(n=684)

■性別 

5.8%

10.7%

13.6%

25.0%

20.6%

22.5%

1.8%

7.4%

13.2%

14.4%

22.5%

27.4%

13.5%

1.7%

0% 5% 10% 15% 20% 25% 30%

18～29歳

30～39歳

40～49歳

50～64歳

65～74歳

75歳以上

無回答
令和６年(n=684)

令和元年(n=592)

■年齢 
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②社会福祉協議会について 

○木津川市社会福祉協議会の認知状況で、「取組を知っている」が 31.1％と前回調査

から 6.9ポイント増加。 

○木津川市社会福祉協議会の取組の評価で、「高く評価している」「ある程度評価して 

いる」を合わせた『評価している』の割合が 89.7％。 

○木津川市社会福祉協議会に特に期待する活動で、「必要な時に福祉や介護のサービ

スが利用できるように支援してほしい」が 52.9％と最も割合が高い。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

③困り事や福祉との関わりについて 

○悩みや困り事の主な相談先で「市役所」は 24.4％と、前回調査から 12.4 ポイント増

加。「相談しない」「相談できない」は、前回調査から減少しているものの合わせて

6.7％。 

○相談しない、相談できない理由は、「他人に頼らず、自分で解決したい（できる）から」

が 50.0％で前回に比べ１２.５ポイント増加している一方で、「相談しても、満足する答

えが得られるとは思えないから」は 24.3ポイント減少。 

 

 

 

 

 

 

 

 

■木津川市社会福祉協議会の取組の評価 

23.0%

66.7%

7.5%

1.4%

1.4%

0% 20% 40% 60% 80%

高く評価している

ある程度評価している

あまり評価していない

まったく評価していない

無回答

(n=213)

『評価している』の割合が 89.7％ 

『評価していない』の割合が 8.9％ 
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④地域のつながりについて 

○新型コロナウイルス感染症に伴う生活の変化で“地域の人との関係・交流”が「悪化し

た」の割合が 22.5％。 

○近所付き合いの程度で「よく付き合っている」「ある程度付き合っている」を合わせた

「近所付き合いをしている」の割合が 54.1％で、前回調査から 0.5ポイント減少。 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

50.0%

15.2%

10.9%

17.4%

23.9%

4.3%

37.5%

19.6%

23.2%

14.3%

48.2%

3.6%

0% 20% 40% 60%

他人に頼らず、自分で解決したい（できる）から

相談できる相手がいないから

誰（どこ）に相談すればいいかわからないから

自分や家族のことを、他人に知られたくないから

相談しても、満足する答えが得られるとは思えないから

無回答
令和６年(n=46)

令和元年(n=56)

■悩みや困りごとを相談しない・できない理由 

12.5ポイント 

24.3ポイント 

■ 近所付き合いの程度 

7.5%

46.6%

32.6%

12.0%

1.3%

10.3%

44.3%

30.6%

11.1%

3.7%

0% 10% 20% 30% 40% 50%

よく付き合っている

ある程度付き合っている

あまり付き合っていない

まったく付き合っていない

無回答
令和６年(n=684)

令和元年(n=592)

『近所付き合いをしている』の割合が 

54.1％で、0.5ポイント 

『近所付き合いをしていない』の割合が

44.6％で、2.9ポイント 
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⑤地域福祉活動について 

○参加している地域活動・社会貢献活動で「特に参加している活動はない」が 61.4％と

最も割合が高く、前回調査から 8.9ポイント増加。 

○地域福祉活動の取組が進んでいるかは、「どちらかと言うと進んでいる」が 4.5％と、 

前回調査から 6.3 ポイント減少している一方で、「どちらかと言うと進んでいない」が

8.8％と、前回調査から 6.6ポイント増加。 

○高齢者も含めた地域活動の継続に向けて、特に力を入れるべき取組は、「健康づくり・

介護予防につながるような、地域福祉活動の実施の検討」の割合が 26.6％と最も高

い。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

⑥重層的支援体制整備について 

○重層的支援体制整備事業の推進に向けて、特に力を入れるべき取組は、「属性や世代

を問わず、相談や悩みを断らずに受け止める体制の構築」が 33.9％で最も割合が高

く、次いで「だれもが社会とのつながりを持つことができるようにするための支援の充

実」が32.7％、「これまで支援が届いていなかった人に、必要な支援を届けるための体

制の構築」が 31.6％。 

 

 

 

 

 

 

 

■地域福祉活動の取組が進んでいるか 

4.5%

8.8%

16.2%

66.8%

3.7%

10.8%

2.2%

22.3%

60.5%

4.2%

0% 20% 40% 60% 80%

どちらかと言うと進んでいる

どちらかと言うと進んでいない

特に変化はない

わからない

無回答
令和６年(n=684)

令和元年(n=592)

6.3ポイント 

6.6ポイント 
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⑦情報発信について 

○健康や福祉に関してほしい情報について、「特にほしい情報はない」が 18.7％と、前回

調査から 5.2ポイント増加。 

○地域福祉活動を広げるために、特に大切なことは、「自分に合う活動や参加の方法を

探せる「活動情報」の発信」が 35.4％と最も割合が高い。 

 

⑧防災について 

○災害時に頼りにする人について、「頼りにする人がいない」が 1.5％。 

○災害時に地域で助け合うために重要なことで、「日常の付き合いなど近隣・地域での

住民同士の関係づくり」が 41.8％。 

 

  

33.9%

24.7%

32.7%

12.4%

13.7%

31.6%

1.0%

20.2%

6.3%

0% 10% 20% 30% 40%

属性や世代を問わず、相談や悩みを断らずに受け止める体制の構築

複雑化・複合化した課題に対応するための支援機関のネットワークの構築

だれもが社会とのつながりを持つことができるようにするための支援の充実

属性や世代を問わず交流できる場や居場所の整備

身近な地域における活動のプラットフォームづくりや地域活動の活性化

これまで支援が届いていなかった人に、必要な支援を届けるための体制の構築

その他

特にない・わからない

無回答

(n=684)

■重層的支援体制整備事業の推進に向けて、特に力を入れるべき取組 
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「内容を知っている」が 4.7ポイント 

■成年後見制度の認知度 

24.3%

19.6%

41.8%

40.9%

29.2%

35.0%

4.7%

4.6%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

令和６年(n=684)

令和元年(n=592)

内容を知っている 聞いたことはある 知らない 無回答

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

⑨権利擁護について 

○権利擁護に関する事業・制度の認知状況で、“①日常生活自立支援事業”は「知らな

い」が 49.4％、“②成年後見制度”は「内容を知っている」が 24.3％（前回調査から

4.7ポイント増加）。 

 

 

 

 

  

■災害時に地域で助け合うために重要なこと 

68.4%

23.7%

41.8%

24.4%

15.9%

7.0%

14.8%

7.6%

7.6%

0.9%

3.1%

5.7%

0% 20% 40% 60% 80%

同居する家族等との避難方法の確認

隣近所で話し合っておくなど自主的な災害への備え

日常の付き合いなど近隣・地域での住民同士の関係づくり

地域の防災・避難訓練

危険箇所の点検や、避難に助けが必要な人の把握

自分から避難には支援が必要と手をあげること

避難の際に手助けが必要な人の把握

避難の際に手助けが必要な人を支援できる人の確保

災害ボランティアの育成

その他

特にない

無回答

(n=684)
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５ 地域福祉関連団体の意識調査結果の概要 

（１）調査の目的と実施概要 

各団体の活動状況を踏まえた木津川市の「地域福祉」に関するご意見等をおうかがいし、

次期地域福祉計画・地域福祉活動計画に反映することを目的に地域福祉関係団体の意識

調査を実施しました。 

【実施概要】 

調査対象 調査実施時期 配付・回収方式 

市内で地域福祉に関連す

る活動を行っている団体 
令和６（2024）年１月～ 

２月７日 

社協の窓口における 

配付・回収 

（web回答併用） 

【配付・回収状況】 

配付数 回収数 総回収率 

444票 
238票 

（郵送 170票、WEB68票） 
53.6％ 

 

（２）調査結果の概要 

①団体として取り組んでいる地域活動の分野 

○「高齢者支援活動」と「健康づくり・介護予防活動」の割合が全般的に高い。 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

66.0%

14.3%

15.5%

2.1%

42.0%

5.5%

5.5%

24.8%

9.7%

2.1%

5.9%

2.1%

0% 20% 40% 60% 80%

高齢者支援

障がい者（児）支援

子育て支援

青少年育成・支援

健康づくり・介護予防活動

清掃・美化、エコ

伝統・文化の継承

趣味・特技・生涯学習

地域おこし・まちづくり

地域防災活動

その他

無回答

(n=238)
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②団体が地域活動を行う上での課題 

○「活動メンバー（担い手）のなり手がいない」が３８．２％で最も高く、次いで「メンバー 

の高齢化により活動の継続が難しい」が２７．７％となっており、活動の「担い手」「人材」

に関する課題の割合が全般的に高い。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

③今後、力を入れて取り組んでいきたいこと 

○活動上の課題に対応する形で「人材の確保と育成」の割合が最も高い。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

34.9%

37.8%

46.2%

28.6%

19.3%

2.9%

10.9%

4.2%

0% 10% 20% 30% 40% 50%

関係団体間の交流機会の充実・連携

団体の活動等の情報発信、広報活動

人材の確保と育成

地域のイベント等への参加

活動拠点の整備や充実

その他

特にない

無回答

(n=238)

38.2%

10.9%

14.7%

5.5%

27.7%

18.1%

20.6%

3.8%

15.1%

5.9%

21.4%

8.4%

14.7%

3.8%

11.8%

5.9%

0% 10% 20% 30% 40% 50%

活動メンバー（担い手）のなり手がいない

活動に関するニーズが把握しづらい、活動の依頼が少ない

活動の情報を発信する場や機会が乏しい

問い合わせや相談をいつでも受けられる体制がない

メンバーの高齢化により活動の継続が難しい

仕事等が忙しいため、活動に参加しづらいメンバーがいる

リーダー（後継者）が育たない

行政・社会福祉協議会への依存の意識がある

他のグループ・団体との交流機会が乏しい

活動場所（拠点）の確保が難しい

活動資金が乏しい

活動に必要な情報や専門知識が不足している

新型コロナウイルス感染症の影響に伴う活動の縮小・停滞が継続している

その他

特に課題はない

無回答

(n=238)
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④活動の活性化に向けて、市や社会福祉協議会からあると良い支援 

○「活動のための助成金の充実」が 41.2％で最も高い。 

 

⑤地域福祉を推進していくために木津川市全体として必要な取組 

○活動上の課題や力を入れて取り組みたいことに対応する形で「自治会や地域住民が

主体的に活動できる仕組みづくり」の割合が最も高い。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

42.9%

42.0%

24.8%

27.3%

16.0%

35.7%

15.1%

3.8%

2.5%

4.6%

0% 10% 20% 30% 40% 50%

自治会や地域住民が主体的に活動できる仕組みづくり

行政による公的なサービス・支援の充実

子どもや子育て世代等も巻き込んだ担い手（人材）の育成

誰でも相談しやすい窓口の充実

集会所など活動拠点施設のバリアフリー化、改修整備

支援を必要とする人を見逃さないための見守り等の仕組みづくり

多様なフォーマル・インフォーマルサービスに関する情報発信の強化

その他

特に必要な取組はない

無回答

(n=238)
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６ 第３次木津川市地域福祉計画・木津川市地域福祉活動計画に関する現状

と課題 

（１）基本目標１ 交流する地域づくり 

① 地域のきずなづくり 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

② 様々な交流の促進 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

○ボランティア活動や自治会に参加している人には、つながりが生まれている。 

○近所付き合いが少ない地域がある。 

○自治会及び自治会加入者が減っている。自治会役員の高齢化が進んでいる。 

○支部のない地域もあり、立ち上げに関わる人材が不足している。 

○社協会員が減少している。特に若い世代の関心が薄い。 

○コロナ禍の影響により、交流事業が停滞している地域がある。 

○転入者に社協の案内パンフレットを配付しているが、社協活動の理解が進んでおら

ず、会員増加につながっていない。 

○自治会コミュニティ活動への交付金や、集会所の改修経費等の補助により自治会活

動を支援しているが、集会所の老朽化が進んでいることから、改修経費等が今後の

自治会運営の大きな負担になることが懸念される。 

○市内 33地域の全地域長を招集する地域長会議を年２回開催し、連絡・協議を行って

いるほか、毎年各地域からの要望を傾聴する機会を設け、地域の連携強化に努めて

いる。 

市民 

社協 

市 

○地域福祉に関する活動に参加することが、生きがいや居場所づくりにつながっている。 

○活動の周知や資金が十分ではない。サポートする側の担い手が不足している。 

○障がい児・者と地域の交流が、十分ではない。 

○コロナ禍の影響もあり、小地域活動に地域差がある。若い世代の参加が少なく、高齢

者は移動手段を確保できず、参加をあきらめている人もいる。 

○福祉フェスティバルでは、様々な分野の団体の参加があり、来場者も含めて交流が出

来ている一方、小地域の中でのイベントの呼びかけ、交流が進んでいないところもあ

る。 

〇地域の活動者が高齢化している。次の世代へ引き継ぎたいが、人材確保が難しい。 

○小地域活動に関する情報提供の充実を図るため、サロンマップの配布や民生児童委

員への協力依頼を行っている。 

○子ども達とのスポーツや昔遊びなどの文化活動、地域住民との交流活動（京のまな

び教室）等を実施している。今後は、コーディネーターの育成とボランティアの確保が

必要。 

○イベント等開催時は、要約筆記や手話通訳を配置するなど、誰もが参加しやすいもの

となるよう配慮しているが、要約筆記者等の高齢化、減少が今後の課題となっている。 

市民 

社協 

市 
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（２）基本目標２ 地域で支え合う仕組みづくり  

① 地域での支え合い活動の促進 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

○お助け隊による地域での助け合い活動が行われている一方で、メンバーの高齢化は

否めず、継続に不安がある。 

○世代間の交流が少ない。 

○登下校時の見守りや、外出しにくい高齢者に地域活動への参加を促す声かけ等が実

施できている一方、外出が少ない住民等の把握、見守りが難しい。 

○新たな見守り隊員の参加が少ない。 

○４つの日常生活圏域ごとに地域担当の職員（生活支援コーディネーター・コミュニティ

ーソーシャルワーカー）を配置し、住民とともに地域活動を展開している。 

○助け合い活動の推進に向けて、地域支え合い会議（協議体）２層圏域を年５回、１層

圏域を年３回開催し、ニーズ把握(アンケート、懇談会)や必要な活動の検討を実施し

ている。 

○見守り隊研修会や他地域の見守り隊員との情報交換等により交流を促進している

が、新しい活動者の参加が増えないことが課題となっている。 

○ボランティア活動を促進する PR 活動やボランティアセンターの機能強化の支援が十

分に出来ていない。 

○民生児童委員による見守り活動、在宅高齢者への配食サービス事業等により、見守り

活動を推進しているほか、認知症高齢者等ＳＯＳネットワーク事業で警察をはじめ関係

機関との連携による見守りも行っている。 

○子どもの見守りについて、「木津川市 子供の移動経路／通学路等の安全推進会

議」において国・府・警察等関係機関と連携し安全対策に関する協議や意見交換を

行った。 

市民 

社協 

市 

【課題】  

近所付き合いを促進するような地域への働きかけや、地域活動に主体的に関わる人材の確保・

育成、イベント等を通じた多様な人々の交流の機会の促進が必要。 
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② 健やかで生きがいのある暮らしづくりの支援 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

③ 福祉サービスの有効な利用（提供）の推進 

 

 

 

 

 

                                             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

○子育て関係団体の活動に参加することが、子育て中の親が外に出るきっかけとなった

一方で、相談や支援につながらない人もいる。 

○農園サロン、中学生吹奏楽など子ども、保護者、高齢者が一緒に参加できる取組や、

子ども食堂を実施しているが、子どもと地域の関わりの場がまだ少ない。 

○子育てネットワーク連絡会を年１回開催し、関係団体間の顔の見える関係づくりを支

援している。 

○生活困窮への支援として、生活福祉資金等の貸付やフードパントリーを実施している。 

○４つの日常生活圏域への地域担当の職員の配置や生活困窮相談日を設ける等相談

体制の充実を図ったが、相談後のつなぐ場所がないケースがある。 

〇令和６（2024）年度から、ひきこもり状態にある方の居場所事業を開始した。 

 

○市民の健康づくりの推進に向けて、食育事業や健康相談・健康教育のほか、乳幼児

への健康相談や指導、子育てに関連する健康情報の提供を行っている。 

○コロナ禍以降、生活に困窮する方からの相談増加に対応するため、相談支援員を１名

増員し相談体制の充実を図った。 

○シルバー人材センターの運営支援を行い、高齢者への就業機会の提供や活躍の場

の創出に寄与した。 

市民 

社協 

市 

○障がい児・者への意思決定支援が難しい。 

○福祉施設・事業者によっては、地域住民との交流ができていない。 

○権利擁護事業の出前講座及び市の成年後見支援センターと連携した制度や事業の

周知活動を実施している。 

○懇談会等を開催し各団体の顔の見える関係づくりを進めているが、分野を超えた地

域課題の共有、解決に資する検討を行う場の創出には至っていない。 

○福祉制度や福祉サービスの適切かつ有効な利用について、広報紙、ホームページ等

を活用して市民に情報提供しているが、情報が十分行き渡っていない可能性がある。 

○地域包括支援センターが高齢・地域・医療関係者で構成する地域ケア会議で地域課

題の分析を行い、地域支え合い会議（協議体）にて地域課題の共有と解決方法の検

討を行っている。 

○相談対応等において、当事者の意思が反映された生活を送るために必要な障害者

総合支援法に基づく支援や成年後見制度等の支援の推進を行っている。 

○健康福祉部において断らない相談窓口として、重層的支援体制整備事業に取り組ん

でおり、複合的な課題に対しての相談体制を構築している。 

市民 

社協 

市 
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④ 安心・安全な地域づくり 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

○避難訓練への参加やマイタイムラインの作成が出来ている方もいるが、避難場所への

不安がある方やマイタイムラインを活かしきれていないといった意見もある。 

○公共交通機関の運行本数の減少により、移動手段に不安を感じる人がいる。 

○災害時に備え、災害ボランティアセンターでの年１回の運営訓練や市民向けの研修を

行っている。 

○各支部を中心に小地域での見守り活動を展開しているが、引きこもりや地域とのかか

わりを望まない方への展開が課題となっている。 

○心のバリアフリー化を進めるため、認知症や障がいについて周知する機会を作ってい

る。 

○認知症高齢者等見守り声かけ訓練を市・包括・社協の共催で行い、認知症当事者の

心情に勘案した声かけのあり方を考える機会を設けている。 

○住民参加型助け合いサービス等により、移動手段の確保を図っている。 

〇地域支え合い会議（協議体）での移動手段の課題から、福祉施設がサロン参加の送

迎を行なっている所もある。 

○自主防災組織連絡会議、防災士研修、自主防災組織等のリーダー研修会を開催し、

自主防災組織活動の活性化、防災士及び地域防災リーダーとの連携強化を支援し

ている。自主防災組織未設立地域に対する設立の支援が必要である。 

○防犯カメラの設置・運営、市防災情報メールによる防犯情報メールの配信、交通安全

啓発活動など警察や地域と連携した安全確保に努めている。また、高齢者に対して

は、特殊詐欺防止機能付き電話の購入補助を行っている。 

○市民の外出を支援するため、木津川市地域公共交通総合連携協議会を開催し、新た

な交通手段について検討している。 

市民 

社協 

市 

【課題】 

  既存の制度の狭間にある課題に対して、分野を超えて解決に取り組むための体制整備が必要。

外出や地域活動等への参加の機会を拡大するため、移動支援の取組が必要。 
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（３）基本目標３ 課題を解決する活動づくり 

① 話し合いの場づくり 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

② 相談と課題把握の体制づくり 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

○市民アンケートによると、「相談しない（できない）」理由として、「他人に頼らず、自分

で解決したい（できる）から」、「相談して、満足する答えが得られるとは思えないから」

「自分や家族のことを、他人に知られたくないから」が多くなっている。 

○障がい児・者では、親の高齢化や複合化した課題の増加への対応が必要とされてい

る。 

○相談体制の充実に向けて、法律相談、心配ごと相談、司法書士法律相談に加え、新た

に福祉なんでも相談、生活困窮相談を令和５（2023）年度から開始した。 

○社会福祉課及び基幹相談支援センター窓口にて相談を受け付けている。相談がしや

すいよう、相談窓口や相談方法について工夫することや、より多くの市民へ相談窓口

の周知をする必要がある。 

○専門職ではなく人事異動があるため、分野横断的に対応出来る人材の育成が難し

い。 

○相談者の多様な課題のニーズに対応する機関の増強や他機関とのネットワーク構築

を行う必要がある。 

○地域懇談会への一般市民の参加が少ない。 

○城山台全体に自治会が立ち上がった一方で、自治会役員の担い手の確保が難しい。 

○４つの生活圏域ごとに地域懇談会を開催している。また、各種団体の懇談会も開催

し、取組状況や課題の共有、今後の展望などについて話し合っている。 

○地域支え合い会議（協議体）２層圏域を年 5 回、１層圏域を年３回開催し、ニーズ把

握(アンケート、懇談会)や必要な活動を検討している。 

○地域懇談会に市職員が参加し、住民の声を直接聞いている。参加者の増加を図るた

め、事業の PRや開催方法について検討する。 

○地域支え合い会議（協議体）において、地域の身近な課題を見つけ、地域住民の方々

が中心となり課題解決に向け取り組んでいる。各圏域の課題については見えてきた

が、市全体としての課題のとりまとめまでに至っていない。 

市民 

社協 

市 

市民 

社協 

市 

【課題】 

相談窓口の認知度向上、担当職員のスキルアップ、自ら相談が出来ない人へのアウトリーチ型

活動による課題の把握、複合的な課題に対応するための関係機関のネットワーク構築が必要。 
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（４）基本目標４ 地域福祉の基盤づくり 

① 様々な人材・団体・活動の育成・支援 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

② 地域福祉の推進体制の充実 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

○市民アンケートによると、地域活動・社会貢献活動に参加していない人は前回調査か

ら 8.9ポイント増加しており、理由としては、「仕事を持っているので時間がない」、「興

味の持てる活動がない」、「人間関係がわずらわしい」が多くなっている。 

○様々な方にボランティアへの興味をもってもらえるよう、令和５（2023）年度からボラ

ンティア体験会を開始したが、平日開催であることや認知度が低いことから参加者は

少ない。 

○福祉団体に助成金を交付し、活動を支援している。 

○公民館まつりや講座・サークル発表会を開催し、公民館や関係諸団体の生涯学習の

活動の成果発表等を行い、交流機会や体験の場を提供している。 

○学校教育では、社会科・家庭科・道徳科で福祉について学習したり、車椅子バスケット

ボール等の体験学習等を通して、各発達段階に応じた理解教育を推進している。 

○市民アンケートによると、権利擁護に関する事業・制度や木津川市成年後見支援セン

ターを「知らない」割合は、年齢が低いほど高い傾向となっている。 

○子育て、障がい等それぞれの分野内でのつながりはあるが、連携やネットワークが十

分ではない。 

○生活支援コーディネーターやコミュニティーソーシャルワーカー等を中心に各地域で

他機関との連携づくりを行っている。 

○成年後見支援センターや市内の一次相談窓口と連携を密にし、福祉サービス利用援

助事業の啓発や利用促進に努めている。 

○令和５（2023）年度から法人後見事業を開始したが、利用実績はない。 

○運営基盤を強化するため、会員増強運動、歳末法人募金・街頭募金運動に取り組ん

でいる。 

○必要に応じ、関係機関によるケース会議を行い、庁内連携を強化している。 

○各小・中学校において人権教育推進計画に基づき、児童生徒への指導の充実に努め

ている。 

○加茂人権センターを中心として、人権の認識を深めるため、様々な人との交流事業と

して講座を開講している。 

○令和４（2022）年度から成年後見支援センターを設置し、一次相談窓口にて相談対

応を実施している。 

市民 

社協 

市 

市民 

社協 

市 
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③ 情報の整備と発信 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

○市民アンケートによると、健康や福祉に関する情報の入手先として多いのは、「市役所

（市の広報紙）」「新聞・雑誌・テレビ・ラジオ」「インターネット上の情報」となっている。

また、情報を「特に入手していない」方が 5.8％おり、年齢が低いほどその割合が高い

傾向となっている。 

○広報紙きずなを令和５（2023）年度からカラー刷りにすることで見やすくなるよう工

夫を行った。 

○SNS で新しい情報を発信している。SNS を使用する人が限定されていることやフォロ

ワー数が少ないといった課題があるが、市の公式 LINE に情報掲載をしてもらうこと

で補完している。 

○広報誌や SNSを活用した PRを実施しているが、SNSについては、より多くの人の目

に留まるような内容の検討が課題となっている。 

○情報のバリアフリー化を進めるため、市ホームページはウェブアクセシビリティガイドラ

インに沿って掲載している。しかし、すべての情報についてバリアフリー化ができていな

い。 

○広報、ホームページ、LINE 等を活用し情報の周知に努めている。紙媒体では全ての

情報が掲載出来ない。ホームページには多くの情報が掲載出来るが、高齢者等にとっ

て閲覧しにくい場合があり、多くの市民に伝わるよう掲載内容等を検討する。 

市民 

社協 

市 

【課題】 

地域活動の新たな担い手を確保するため、地域福祉に関する意識の醸成や若い世代が参加し

やすい活動や取組の検討が必要。 

福祉サービスの利用や地域活動への参加に必要となる情報を、分かりやすく、また、容易に入

手できる環境・体制整備が必要。 
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７ 第４次木津川市地域福祉計画・木津川市地域福祉活動計画のめざす方向 

（１）地域での支え合い、地域活動への参加の促進 

市民アンケート結果からは、新型コロナウイルス感染症の影響拡大による近所付き合い

の希薄化の進行がうかがえる他、団体アンケートや市・社協による現計画の評価結果から

は、メンバーの高齢化や地域活動を行う人材不足が課題として多くあげられています。地域

でのつながり・支え合いの創出や地域活動の活性化には、地域福祉に対する意識の啓発や、

担い手の確保・育成に向けた取組の強化が必要です。 

 

（２）複合的・複層的な課題を抱える世帯・市民への対応 

市民アンケートの本人やその家族、隣近所の住民の困りごとの該当状況をみると、本市に

おいても、深刻な内容も含めた既存の制度の狭間になる課題を抱える方がいることがうか

がえます。市民が抱える複合的な課題を組織としてくみ取り、市民や地域との協働によって

支援する体制の整備を進めることが必要です。 

 

（３）権利擁護のための支援の充実 

本市においても高齢化が進行しており、今後認知症高齢者の増加等、権利擁護に関する

ニーズが高まることが予測されるなか、権利擁護に関する事業・制度の認知度が十分とは

いえず、令和４（2022）年に設置された成年後見支援センターの認知度も低い状況です。

今後は、制度のさらなる利用促進に向けて認知度向上に取り組むことが必要です。 

 

（４）災害時への対応強化 

市民アンケート結果では、災害時に頼りにする人がいない方が一定数みられる他、災害

時に気になる人が地域にいるかわからない人の割合が約４割と多くなっています。全国的な

災害の頻発化・激甚化を受け、総合的な防災・減災対策が急務となる中、地域福祉の視点

から、災害時に地域で助け合うことができる体制づくりが必要です。 
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第３章 地域福祉推進の基本的な考え方 

１ 地域福祉に係るまちの将来像（基本理念） 

福祉に関するニーズの多様化・複雑化が進むなか、高齢化の進行や新型コロナウイルス

感染症の長引く影響等を背景に、地域活動の担い手不足や近所付き合いの希薄化が深刻

となっており、人口減少社会において地域の活力を維持するためには、人と人、人と社会の

つながりや支え合いが生まれやすい環境づくりがこれまで以上に重要となっています。 

本市では、第１次計画より、基本理念として「思いやり あふれる笑顔 ひろがる輪」を掲げ、

思いやりの気づきや意識づくりをはじまりとして、地域の中で互いに支え、支えられ、あふれ

る笑顔で活動する人を育て、つなぎながら地域福祉活動の輪を広げていくことをめざしてき

ました。第３次計画からは、さらに「～みんなで地域共生社会をめざそう～」を副題として、多

様な人々が世代や分野を超えてつながることで、住民一人ひとりの暮らしと生きがい、地域

をともに創っていく“地域共生社会”の実現をめざし、様々な取組を推進しています。 

本計画においても、第３次木津川市地域福祉計画・木津川市地域福祉活動計画で掲げ

たこの将来像（基本理念）を継承し、地域共生社会の構築をめざすこととします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

思いやり あふれる笑顔 ひろがる輪 

～みんなで地域共生社会をめざそう～ 
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２ 将来像の実現に向けた基本目標 

将来像の実現に向け、本計画の基本目標を次のとおり定めます。 

 

 

地域の絆を生み、いざという時に助け合うことができる関係をつくるためには、日頃の近

所づきあいや普段から様々な人と交流を持つことが大切です。また、地域の課題について住

民同士が話し合いの機会を持つことや、“助け合い”“見守り”活動を促進することで、住民

同士が自然と支え合うことができる地域づくりをめざします。 

 

 

人と人、人と資源が世代や分野を超えてつながり、住民一人ひとりの暮らしと生きがい、

地域をともに創っていく社会をめざすためには、誰もが自分らしく活躍できる場があることや、

安心感のある暮らしを確保することが大切です。そのためには、子どもから高齢者まで、すべ

ての人が健やかで安定した生活を送ることができるよう支援します。また、防災・防犯対策や

道路・交通環境の整備等を地域福祉の視点からさらに推進することで、だれもが生涯にわ

たり安心・安全に暮らすことができる地域づくりに取り組みます。 

 

 

少子・高齢化の進行とともに核家族化や地域との関係の希薄化が進むなか、住民ニーズ

に目を向けると、生きる上での困難や生きづらさを抱えながら既存の制度の対象となりにく

いケースや、いわゆる「8050」やダブルケア問題など、個人・世帯が複数の生活上の課題

を抱えるケースの増加がみられます。このような複雑・多様化した支援ニーズに適切に対応

するためには、相談者の属性・世代・相談内容によらない包括的な相談支援体制を整備し、

これまでの制度の狭間にいる人にも支援の手を届けることができるよう取組を推進していき

ます。また、あらゆる差別や権利を侵害する要因を除去しながら、権利擁護や成年後見に関

する周知に努めることで、制度の利用促進に取り組みます。 

 

 

本市の地域福祉を取り巻く様々な状況をみると、高齢化の進行に伴う人材不足が深刻な

状況となっており、地域福祉に関する活動の担い手の確保・育成は、今後取り組むべき喫緊

の課題といえます。まずは、多くの人に地域福祉に関する理解を深めていただくための意識

啓発に取り組むとともに、人材の確保・育成に向けた個人・団体への支援を強化していきま

す。また、必要な人に必要な情報を届けるための環境や、地域福祉の推進体制を充実させ

ていきます。 

  

基本目標１ 交流し支え合う地域づくり 

基本目標２ 安心・安全な暮らしの仕組みづくり 

基本目標３ 総合的な相談・支援体制づくり 

基本目標４ 地域福祉の基盤づくり 
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３ 施策体系 

将来像の実現に向けた本計画の施策体系は次のとおりです。 

各施策・事業は、市と社協の緊密な連携を基本に展開していくこととします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

思
い
や
り

あ
ふ
れ
る
笑
顔

ひ
ろ
が
る
輪

～

み
ん
な
で
地
域
共
生
社
会
を
め
ざ
そ
う

～

基本目標１

交流し支え合う

地域づくり

基本目標２

安心・安全な

暮らしの仕組み

づくり

基本目標３

総合的な相談・

支援体制づくり

基本目標４

地域福祉の

基盤づくり

１地域のきずなづくり

２話し合いの場づくり

３地域での支え合いの

促進

１健やかで自分らしい

暮らしづくりの支援

２安心・安全な地域

づくり

１包括的な支援体制の

整備

２権利擁護機能の強化

１地域福祉を担う人材の

確保・育成

２福祉サービスの有効な

利用の促進

３情報の整備と発信

４地域福祉の推進体制の

充実

①近所付き合いのすすめ

②地域活動・ボランティア活動への参加促進

③多様な人々の交流の促進

①住民が話し合う機会づくり（懇談会等）

②協議体活動の推進

①「助け合う」活動の推進

②「見守り合う」活動の推進

①心身の健康づくりの支援

②すべての子どもが自分らしく成長できる支援

③就労と暮らしの安定支援

④罪を犯した人の自立支援

①災害から守り合うまちづくり

②防犯・交通安全の推進

③バリアフリーのまちづくり

④外出しやすいまちづくり

①相談支援の充実

②生活課題の把握

③重層的支援体制整備の推進

①権利擁護ネットワークづくり

②成年後見制度の利用促進

①地域福祉に関する意識啓発

②地域福祉を担う人材の育成

③各種団体の育成・支援

①サービス利用のための意思決定支援

②福祉サービスの充実

①情報の整備

②「届く情報」づくり

①財源の確保

②市から社会福祉協議会への支援の強化
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第４章 施策の展開 

基本目標１ 交流し支え合う地域づくり 

（１）地域のきずなづくり 

普段から近隣住民同士の顔の見える関係づくりを進めることは、防犯や災害時の対応な

ど、地域における安全性の向上のためだけでなく、地域活動が活発化することでまちに活気

が生まれ、より魅力的な地域づくりにつながります。そのためには、日頃から住民同士のつな

がりを強化し、活発な地域活動を促進することで、地域のきずなを深めるための取組を推進

します。 

 

① 近所付き合いのすすめ 

【現状と課題】 

〇自治会や社協支部は、災害時の助け合いだけでなく、日頃から住民同士の親睦を深め

たり、地域の心配事について連絡を取り合ったりする基礎的な組織として重要ですが、

近年自治会の加入者に減少がみられたり、若い世代の関心が薄いこと、役員の高齢化

等が課題となっています。また、市内の集会所施設は老朽化が進んでおり、改修費用が

今後の自治会運営の大きな負担となることが予測されます。 

〇市民アンケートの結果では、新型コロナウイルス感染症に伴う生活の変化で“地域の人

との関係・交流”が「悪化した」と回答した人が 22.5％となっています。また、近所付き

合いの程度については、『近所付き合いをしている』と回答した人が約半数となってい

ます。 

〇高齢者にとってはサロン等の身近な地域活動に参加したくても、移動手段がないことで

参加が難しいという声もあがっています。 

 

【今後の方向性】 

 

 

 

  

■市と社協、自治会、民生児童委員、学校など、地域と関わる様々な人や機関が連携して

「近所付き合いのすすめ」を全市的な運動として実施していきます。 

■地域への参加の基礎となる自治会や社協支部の活性化を図るとともに、地域活動へ

の参加意欲が向上するような情報提供やイベント企画等に取り組みます。 

【関連するＳＤＧｓ】 



47 

【主な取組】 

市民は 

◇日頃のあいさつを大切に、地域に顔見知りを増やします。 

◇参加しやすい雰囲気づくりにより、自治会への新規加入者を増やします。

また、役員の育成や女性役員の確保に努めます。 

◇無理のない範囲で楽しく、継続的な活動を行います。 

◇積極的に地域行事に参加します。 

社協は 

◇会員の増強に向けて、ちらしの全戸配布や防災訓練等の地域イベントに

参加するほか、特に若い人に向けた周知活動に取り組みます。また、会費

の振込用紙の活用等により、集めていただく方の負担の軽減を図ります。 

◇支部組織づくりに向けた人材の発掘・確保に取り組みます。 

◇定期的な地域交流の場の開催を支援します。 

◇誰もが参加しやすいサロン活動等の小地域活動を充実させます。 

市は 

◇転入者へのパンフレットの配付など、あらゆる機会を通じて社協のＰＲと会

員増強のための取組を推進します。 

◇地域活動支援交付金及び集会所整備等事業補助金の活用を周知しま

す。 

◇地域長会役員会及び年２回の地域長会議を継続し、意思疎通を図りなが

ら市内各地域との連携を強めます。 

◇小地域活動に関する情報提供の充実を図ります。 

 

② 地域活動・ボランティア活動への参加促進 

【現状と課題】 

〇市民アンケートの結果による参加している地域活動・社会貢献活動では、「特に参加し

ている活動はない」が 61.4％で最も割合が高く、前回調査から 8.9 ポイント増加して

います。 

〇地域懇談会では、子どもと地域との関りや世代間の交流が少ないことが、地域活動等

の促進に向けた課題としてあげられています。 

〇ボランティア活動については、現在のところ既存ボランティアの啓発が中心となっており、

活動をさらに促進するためには、若い世代や企業に向けた新たなテーマの啓発が必要

です。 
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【今後の方向性】 

 

 

 

 

 

 

【主な取組】 

市民は 

◇子どもの頃から地元地域に関心を持ち、自分のしたいこと・できることで

地域活動に参加したり、活動を創造していきます。 

◇子どもや高齢者等が世代を超えて交流できる場を創出します。 

◇高齢になっても地域で活躍の場が持てるよう、積極的に地域活動に取り

組みます。 

◇地域の世話役やボランティアリーダーは、様々な人が参加しやすい環境づ

くりを多くの住民とともに考えていきます。 

◇活動の現場からみた地域課題などを市や社協と共有し、ともに解決策を

見出していきます。 

社協は 

◇若い世代や企業などとの新たなつながりづくりを検討するとともに、SNS

等を活用した啓発に取り組みます。 

◇木津西部に新たな拠点を整備し、より身近な拠点を中心に地域活動を推

進します。 

◇募金の強化月間を設定するとともに、使い道や地域への還元方法につい

ても周知を図ります。 

市は 

◇行政からみた地域課題などを市民・地域と共有し、ともに解決策を見出し

ていけるよう、関係機関の連携を強化します。 

◇社協との連携を強化し、ボランティア活動を促進するＰＲ活動に取り組みま

す。 

 

③ 多様な人々の交流の促進 

【現状と課題】 

〇地域コミュニティでの交流は、地域社会の活性化や住民同士の結びつきを深める重要

な要素といえますが、世代の違いや障がいの有無など様々立場により、交流が進んで

いないのが現状です。 

〇様々な立場の人が参加・交流できる場を拡充するためには、コーディネーターの育成や

ボランティアの確保も課題となっています。  

■社協を地域福祉コーディネートの中核機関として位置づけ、住民同士の支え合い活動

の創出・支援に取り組み、多くの人が参加しやすい仕組みづくりを進めます。 

■地域活動・ボランティア活動の現場からみた地域課題を市民、市、社協が共有し、活動

を通した解決に努めます。 
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【今後の方向性】 

 

 

 

 

【主な取組】 

市民は 

◇障がいの有無、国籍の違いなどによらない交流を促進するために、講演

会やイベント等を通してお互いを知りあう機会を設けます。 

◇障がいの有無、国籍の違いなどに関わらず、地域の中で役割をもつよう

努めます。 

社協は 

◇福祉関係施設との交流を促進し、当事者が積極的に地域と交流できる体

制づくりを進めるとともに、地域住民への啓発に取り組みます。 

◇福祉機器・資材等の貸出などを通じて、地域イベントなどにおいて様々な

人々の交流が進むよう支援します。 

市は 

◇コーディネーターとボランティアの研修会や交流会を実施し、人材の育成

を図ります。また、広報・チラシ・ホームページ等各種媒体でボランティアを

募集し、人材の確保に努めます。 

◇様々な立場の人々がともに参加・交流するイベントの開催及び開催支援を

進めるとともに、イベントが様々な立場の人々にとって参加しやすい形とな

るよう努めます。 

〇子育て応援サイト・市ホームページの見直しや市公式 LINE・子育てアプリ

の活用により、様々な立場の人にとって分かりやすい情報発信を行いま

す。 

 

 

 

 

 

  

■障がいの有無や国籍の違いなど様々な立場に関わらず、同じ地域に暮らし、あるいは

通勤・通学する人々が、互いに知りあい、交流する機会を充実させていきます。 
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（２）話し合いの場づくり 

地域における様々な課題に適切に対応していくためには、住民同士が集い・話し合うこと

が重要です。より多くの人が話し合いの機会に参加できるよう周知するとともに、拠点づくり

を支援していきます。 

 

① 住民が話し合う機会づくり（懇談会） 

【現状と課題】 

〇市では４つの生活圏域ごとの地域懇談会のほか、各種団体の懇談会も開催し、活動へ

の取組状況や課題の共有を行っていますが、参加者の多くは地域の役員等に限定され

ており、一般住民の参加が少ないことが課題となっています。 

 

【今後の方向性】 

 

 

 

 

【主な取組】 

市民は 

◇日頃から隣近所で地域の問題などについて話し合います。 

◇自治会や区による話し合いの集いを育み、参加します。 

◇地域懇談会等に積極的に参加します。 

社協は 

◇各支部は、自治会や区、民生児童委員等と連携して地域懇談会を開催

し、地域のニーズ把握と課題の共有、取組の検討と創造を推進します。 

◇生活支援コーディネーターのスキルアップを促すことで、地域の中にある

様々な資源がつながり、多くの人の手で必要な活動が生み出せるよう取

組を推進します。 

◇地域包括支援センター等で把握された地域課題を分析する技術を獲得

し、課題の解決につなげていきます。 

市は 
◇地域懇談会のＰＲや開催方法について、社会福祉協議会と検討を行い、

参加者の増加を図ります。 

 

  

■自治会や区ごとの住民の集いを支援するとともに、社協支部単位での地域懇談会の

実施を進めます。 
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② 協議体活動の推進 

【現状と課題】 

〇市や社協では、地域支え合い会議（協議体）や支部長・支所運営委員合同会議等を定

期的に開催し、地域ごとの現状や課題について話し合いを行っていますが、会議の内

容が地域住民や団体に共有されていないことが課題となっています。 

 

【今後の方向性】 

 

 

 

 

【主な取組】 

市民は 
◇地域での地域福祉に関する情報共有や地域共生社会等について話し合

う場に参加します。 

社協は 

◇地域における現状や課題について、地域住民や団体等を共有できる場を

設けるとともに、若い世代を含めたより多くの人に知ってもらうための周知

啓発に取り組みます。 

◇より多くの人が関りをもてるよう、オンライン等を活用した来所しなくてもよ

い方法についても検討します。 

市は 
◇地域支え合い会議（協議体）活動を継続し、さらに検討を重ねることで、

適時、市の政策につなげていきます。 

 

 

 

  

■協議体における地域ごとの現状や課題の把握を推進するとともに、地域住民や団体等

より多くの人との共有を図ることで、課題解決につなげていきます。 
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（３）地域での支え合いの促進 

高齢化の進行によるひとり暮らしや夫婦のみの高齢者世帯の増加、核家族化の進行にと

もない、地域では既存の制度や事業では対応できない様々な課題が生じることがあります。 

住民同士の「助け合い」や「見守り」活動の充実により、コミュニティの力を強め、暮らしや

すい地域づくりをめざします。 

 

① 「助け合う」活動の推進 

【現状と課題】 

〇市民アンケートでは、隣近所への手助けでできることとして、“話し相手”や“安否確認・

見守り”といった意見が多い一方で、“特にできることはない”と回答した人が約３割と

なり、前回調査（16.4％）から大きく増加しています。 

〇地域では、高齢者や障害のある方のちょっとした困りごとへの支援を行う「お助け隊」の

活動が広がっていますが、メンバーが高齢化していることから、担い手の確保が課題と

なっています。 

 

【今後の方向性】 

 

 

 

 

【主な取組】 

市民は 
◇困った時には「助けてもらう」、困っている人がいれば「助けてあげる」こと

を実行します。 

社協は 

◇市民とともに、「助け合う」活動を推進していきます。 

◇ボランティアの担い手不足の解決に向けて、“ボランティア”以外の名称の

検討や、ICT を積極的に活用し、気軽に参加出来るようなシステムをつく

ります。 

市は ◇「助け合う」活動の周知を行います。 

 

  

■助け合うことが当たり前として浸透していくように「助け合う」活動の周知を行うととも

に、誰もが参加しやすい体制を整備し、活動を推進していきます。 
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② 「見守り合う」活動の推進 

【現状と課題】 

〇木津川市の地域福祉活動の重要な担い手として、地域住民を中心に「見守り隊」が活

動しています。社協では、「見守り隊研修会」などを通し、見守り活動の共有や活動の

推進を図っていますが、新規の参加者が少なく、新たなメンバーの獲得に向けた周知が

必要です。 

〇また、地域の見守り体制をさらに強化するためには、関係機関との連携強化に向けた取

組を進める必要があります。 

 

【今後の方向性】 

 

 

 

 

 

 

【主な取組】 

市民は 

◇生活の中で、互いに見守り見守られる関係をつくります。日頃から声をか

け合い、見守られ上手になることが大事です。 

◇見守り隊活動に積極的に参加します。 

社協は 

◇地域住民同士の見守り活動や、見守り隊活動を支援するとともに、新たな

メンバーの獲得に向けた周知活動を推進します。 

◇地域や見守り隊会員からの連絡を受け、適切な対応につなぎます。 

◇見守り隊や他機関との連携し、福祉課題や社会的な対応のあり方を共に

考える場づくりを推進します。 

◇ひきこもりや重層的な課題を抱えている家庭など、相談に来られない方、

関りを望まない方へのアウトリーチを行い、福祉課題の実態把握に努めま

す。 

◇見守り活動関係者、団体間の交流を促進します。 

 

 

 

 

■住民の支え合いの基礎として、地域における「見守り合う」活動を推進するとともに、担

い手の確保に向けた周知活動を推進し、活動の活性化を図ります。 

■「見守り合う」活動に関わる関係機関・人材の連携を強化し、地域の見守り体制を強化

します。 
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市は 

◇社協、警察、消防、学校、医療機関ほか関係機関と連携して、地域住民の

見守り活動や見守り隊活動をバックアップするとともに、地域における連

携強化に向けた取組を推進します。特に、ヤングケアラーやひきこもり問題

など、複雑化する問題に対し民生委員・児童委員との連携のあり方につ

いて検討します。 

◇地域住民への見守り・声かけ訓練等を通じて、「認知症高齢者等ＳＯＳネ

ットワーク事業」を啓発します。 

◇地域のつながりにより高齢者の見守り体制の強化を図るため、地域支え

合い会議（協議体）を推進します。 
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基本目標２ 安心・安全な暮らしの仕組みづくり 

 

 

（１）健やかで自分らしい暮らしづくりの支援 

誰もが生涯にわたりいきいきと自分らしい生活を送ることができるよう、市民のこころと身

体の健康づくりを支援するとともに、子どもたちの権利が尊重され、自分らしく健やかに成長

できる環境づくりに取り組みます。 

また、就労を希望する人がその人に合った仕事に就くための支援や、生活困窮者自立支

援体制の構築等により、市民の経済的自立を個人のニーズに寄り添いながらサポートしま

す。犯罪や非行のない安心・安全な地域社会の構築のためには、関係機関や地域と連携し、

地域防犯体制の充実を図るとともに、再犯防止に関する正しい理解を深め、犯罪をした者

等の社会復帰を適切に支援することも重要です。 

 

① 心身の健康づくりの支援 

【現状と課題】 

〇市は、令和３（2021）年度に「第 2次すこやか木津川 21プラン」を策定し、栄養・食生

活、運動・ 身体活動、休養、飲酒、喫煙、歯・口腔の健康、こころの健康、健康診査・その

他の８つの健康分野別にライフステージごとの目標を定めることで、乳幼児から高齢者

まで、市民一人ひとりのすこやかで心豊かな生活の実現と健康寿命の延伸をめざして

います。 

〇また、本市がこれまで自殺防止に力を入れて取り組んできた成果として、本市の自殺死

亡率は国や県の水準より低い 10.6（令和元（2019）年～令和４（2022）年の平均値）

となっています。今後は、若者世代の相談を積極的に受けることができるよう、関係機関

との連携強化が必要です。 

 

【今後の方向性】 

 

 

 

 

  

■健康づくりに関する事業や情報提供を推進することで、市民一人ひとりの自主的な健

康づくりをサポートします。 

■市民のこころの健康を保つため、各世代が抱える重要な課題への対応力を強化しま

す。 

【関連するＳＤＧｓ】 
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【主な取組】 

市民は 

◇健康づくりに対する意識・知識を高め、日常生活の中での自主的な健康

づくりを習慣にします。家庭・地域・学校・職場などで、取り組むことも効果

的です。 

◇健（検）診を受けるとともに、市の各種健康チェック情報などを活用して自

ら健康状態をチェックし、心配ごとがあれば早めに相談・受診します（医療

機関や救急車の適正利用を心がけます）。 

社協は 

◇社協職員や地域のキーパーソンが、高齢者の介護予防や認知症対応、子

どもの発達の不安、生き辛さを抱えた若者への対応、自殺防止など、重要

な課題に適切に対応できるよう相談力・連携力を高めます。特にこども、

若者世代の課題の対応力を高めるため、関係機関との連携を推進しま

す。 

市は 

◇すこやか木津川２１健康プランの目標の達成に向けて、事業内容を充実さ

せ、取組を推進していきます。 

◇健（検）診、健康相談等の事業を実施し、健康づくりにつながる情報提供

を行うとともに、市の健康課題や子育てニーズを把握し、市民・地域の健

康づくりの実践に結び付く取組の支援に努めます。 

 

② すべての子どもが自分らしく成長できる支援 

【現状と課題】 

〇市は、「第３期子ども・子育て支援事業計画」に基づき、必要な教育・保育、地域子育て

支援事業を提供しています。今後は、子ども人口の減少や多様化する子育て支援ニー

ズへの対応等が課題となっています。 

〇地域懇談会では、子どもと地域の関わりの場が少ない、子育て支援に関する活動の連

携やネットワークが不十分といった声も聞かれ、引き続き、地域全体で子どもを見守り、

育んでいく体制づくりが重要です。 

 

【今後の方向性】 

 

 

 

 

 

 

 

■子ども・子育てに関する相談体制の強化や、地域における世代間交流の促進により、

子育て中の負担や不安を軽減し、子育てに伴う喜びを実感できる社会環境の構築をめ

ざします。 

■就学前から就学後、青年期まで切れ目なく子どもと子育てを支えていく体制をつくるた

め、医療・教育・福祉等の連携、地域における世代間交流の促進、子ども・子育て支援

活動団体の育成・支援を進めます。 
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【主な取組】 

市民は 

◇子育て中の親は、子育て支援サービス情報、子育て支援相談窓口等を活

用するとともに、つどいのひろば、子育てサロンやサークル、子育て支援団

体によるイベント等に参加します。 

◇住民参加型の子育て支援活動、学校ボランティアなど、地域の子どもを育

み、子育てを支援する活動に参加します。 

◇地域の祭りやイベント、遊びなどを通じた世代間交流を促進し、地域の大

人によるしつけや様々な体験の機会づくり、年齢の異なる子ども同士の交

流を通じた子育てへの理解促進などを進めます。 

社協は 

◇ファミリー・サポート・センターなど、住民参加型サービスにより保育ニーズ

に応えるだけでなく、世代間交流などを促進します。 

◇子ども・子育てに関する相談対応については、普段から相談しやすい体制

づくりを検討するとともに、子育て支援センターをはじめ関係機関と連携し

て、課題の把握と解決策の検討を進めます。 

◇地域全体で子どもと子育て家庭を支えていけるよう、地域の中の集い、世

代間交流の促進、見守り隊をはじめとする活動を支援します。 

市は 

◇「第３期子ども・子育て支援事業計画」に基づき、必要な教育・保育、地域

子育て支援事業の提供体制の確保に努めます。 

◇また、「第３期子ども・子育て支援事業計画」で展開する施策について、毎

年度事業評価を実施し、ＰＤＣＡにより進捗管理を行います。 

◇さらに、こども施策全般に関する基本的な方針と重要事項等を一元化す

るこども計画の策定について検討します。 

◇地域全体で子育て家庭を支える環境づくりの推進に向けて、地域の子育

て支援団体等と連携し、子ども遊びイベントなどの行事の実施を検討しま

す。 
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③ 就労と暮らしの安定支援  

【現状と課題】 

〇市民アンケートによる回答者や回答者の家族、隣近所の住民の困りごとについて『該当

する』と回答した人は、「働きたいが就労できない」が 9.4％、「経済的に困窮している」

が 13.2％となっています。 

〇市では、シルバー人材センターの運営支援や、女性の再就職支援講座の実施等により、

就労を希望する人が自分に合った仕事に就き、地域で活躍できるようサポートしていま

す。高齢者・障害者いきいきサポート窓口において実施している就労支援のさらなる推

進のためには、市内支援機関等との連携体制を強化する必要があります。 

〇また、市では、生活困窮に関する支援として、生活保護法に基づく支援、各種手当・費用

助成、負担減免措置などを適正に実施するとともに、社協をはじめとする支援機関との

連携による相談対応の充実を図っていますが、近年は複雑な課題を抱える被保護者が

多く、自立につながりにくい状況がみられます。また、必要な人に支援が届いていない

状況もみられ、周知活動の強化が必要です。 

〇さらに、近年の高齢化の進行にともない、今後、一人暮らし高齢者や、高齢者夫婦のみ

の世帯の増加が見込まれる中、高齢者が安全に安心して暮らすため、適切な住まいを

選択・利用できるよう、ニーズに合った支援体制を整備していく必要があります。 

 

【今後の方向性】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

■年齢や性別、障がいの有無などに関わらず、就労を希望する人が自分に合った仕事に

就き、仕事を通じて社会や地域に貢献しながら経済的自立を果たしていけるよう支援し

ます。 

■生活困窮者自立支援体制を構築し、問題の早期発見・早期対応により、生活保護に至

る前から効果的な手当てを行い、生活困窮状態にある人が経済的な自立を回復・維持

するまで寄り添うことができる体制づくりに取り組みます。 

■高齢になってもだれもが住み慣れた地域で安心して暮らし続けることができるよう、ニ

ーズに合った住まいの支援体制を整備します。 
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【主な取組】 

市民は 

◇障害福祉事業所による製品を購入します。 

◇市内企業や商工業者は、地元雇用、障がい者雇用等に力を入れます。 

◇生活困窮者自立支援の仕組みを理解し、困った時は早めに相談します。 

◇生活困窮状態に対し、市民同士が目を向け、気付き合うとともに、困った

時は早めの相談を促します。そのためにも、地域で孤立しがちな人を、地

域住民同士で気付き合える顔の見える関係をつくっていきます。 

◇事業者は、インターンシップ、トライアル就職などを前向きに受け入れてい

きます。 

◇高齢になっても住み慣れた地域で生活できるよう、健康寿命の延伸に取

り組みます。 

社協は 

◇福祉事業者や地域とともに、福祉サービスや福祉活動を、地域の就労の

場として提供出来るシステムの構築をめざします。そのためには、福祉事

業者と積極的に関わり、就労支援の情報交換の場づくりに努めます。 

◇生活困窮は誰でも陥る可能性のあることとして、あらゆる世代に向けて、

相談窓口や福祉サービスの情報を周知します。 

◇フードバンク活動の促進に向けて、ニーズに合わせた提供の仕組みを検

討します。 

◇市と連携し、相談者の状況を適切に把握し、その人に必要なサービス提供

を通じて、自立まで寄り添うことができるよう、「伴走型支援」の在り方や

体制について協議するとともに、地域の中での見守りを強化し、相談者に

より多くの人が関わることができる体制づくりに努めます。 

◇支部は、自治会・区や民生児童委員と連携して、支援が必要な人に対し、

自立支援相談窓口を紹介するか、本人の了承を得て相談員の方から連

絡するようつなぎます。 

◇支援体制の拡充に向け、サロンやボランティアグループを含めた支援者・

理解者の育成・確保に努めます。また、当事者同士で課題解決に向けて

話し合う機会をつくります。 

◇高齢者が、家賃の支払いが滞るなどして退去を迫られる場合は、関係機

関と連携を取って支払い猶予などの手続きを本人と共に行います。 
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市は 

◇木津川市シルバー人材センターの安定した運営の継続に向けた協議を

行います。 

◇女性センターにおける女性の再就職支援講座について、講座のタイトルや

内容などの工夫により、受講意欲や就労意欲の向上に努めます。 

◇高齢者・障害者いきいきサポートにおける就労支援について、市内支援機

関等との連携体制を強化するための取組みを推進するとともに、窓口の

広報の充実を図ります。 

◇市内企業・商工業者による地元雇用や障がい者雇用を促進します。 

◇本庁舎での授産製品販売、官庁受注（障害者優先調達）について、さら

なる充実に向けた取組を推進します。また、また、庁内関係課の就労支援

員との連携を継続します。 

◇障害や傷病等複数の課題を抱える対象者に向けた就労支援について、

医療、障害分野等との連携強化や支援体制の検討を行い、連携の中でよ

り多くの課題に対応できるよう努めます。 

◇必要な人や世帯に対して、生活保護法に基づく支援、各種手当・費用助

成、負担減免措置などを有効に実施しながら、個々の状況に応じて粘り強

く、就労につながる支援を継続していきます。 

◇保健師とケースワーカーが連携しながら健康管理事業を一層推進し、被

保護者の健康管理に努めます。 

◇相談者の自立を支援するため、各種支援機関との連携強化を図り、生活

困窮者の課題についての役割分担を行い、切れ目のない支援を行いま

す。また、庁内や各種支援機関との連携を強化し、生活困窮者をネットワ

ークで支えるための基盤強化を図ります。 

◇環境的・経済的理由等により在宅生活が困難な人に対して、養護老人ホ

ーム等への入所など、高齢者の住まい確保に向けて取り組みます。また、

生活困窮者自立支援機関、公営住宅部局等との連携を図りながら生活

困窮者に対して支援を行います。 
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④ 罪を犯した人の自立支援 

【現状と課題】 

〇我が国の刑法犯の認知件数は、平成 15（2003）年以降は減少を続け、令和３（2021）

年には戦後最小となった一方、検挙人員に占める再犯者の人員の比率（再犯者率）は

上昇傾向にあり、令和４（2022）年には刑法犯検挙者の約半数は再犯者という状況に

あります。 

〇市民アンケートでは、再犯を防止する取組としてすべきこととして、「犯罪をした人に対す

る支援ネットワークを作る（病院、学校、福祉施設などの機関や民間団体で構成）」や

「再犯防止に協力する民間協力者に対して、活動する場所の提供や財政的な支援をす

る」などの意見が多い一方、「わからない」と回答した人が約３割となっています。 

〇今後は、犯罪をした者等が、円滑に社会の一員として復帰し、自分らしい生活を送ること

ができるよう支援することが必要です。 

 

【今後の方向性】 

 

 

 

 

 

【主な取組】 

市民は 

◇再犯防止に関する取組や活動に関心を持ちましょう。 

◇地域に「生きづらさ」や心配事を抱えている人がいた時は、早めの相談を

促します。 

社協は 

◇再犯防止に関して地域住民の正しい理解を深め、協力を得られるよう、周

知・啓発活動を推進します。 

◇地域での孤立予防に向けて、住民同士の見守り活動を支援します。 

◇更生保護、人権保護などの民間活動を支援します。 

 

 

 

 

 

■犯罪をした者等が円滑に社会復帰できるよう適切なサービスを提供するよう努めると

ともに、立ち直りを決意した人を受け入れることができる地域社会づくりに取り組みま

す。 
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市は 

◇再犯防止に関する市民の理解を深める取組を進めることで、犯罪や非行

をした者等が犯罪・非行を繰り返さず、地域の一員として立ち直ることが

できるコミュニティづくりを進めます。 

◇「社会を明るくする運動」強化月間において、運動を周知する広報・啓発

を推進することで、犯罪や非行の防止、罪を犯した人たちの更生に理解を

深め、犯罪や非行のない明るい地域社会の構築をめざします。 

◇犯罪をした者等のうち高齢者や障がい者等の福祉的支援の必要な人に

対し、保健医療・福祉施策による支援を推進します。 

◇犯罪をした者等の就労支援や雇用環境の改善に取り組むとともに、就労

の定着や生活の安定のための定住先確保等、適切なサービスが提供で

きるように、関係機関や団体等との連携を強化することで、円滑な立ち直

りを支援します。 
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（２）安心・安全な地域づくり 

近年の災害の頻発化・激甚化及び、特殊詐欺などの犯罪の巧妙化などの傾向を受け、

安心安全なまちづくりへのニーズは高まりをみせています。地域の防災力・防犯力を強化す

るためには、日頃の地域のつながりづくりを強化します。 

また、障がいの有無に関わらず、高齢になっても、誰もが安心して生き生きと生活するため

には、多様な人が社会に参加する上での障壁（バリア）をなくすことも重要です。 

 

① 災害から守り合うまちづくり 

【現状と課題】 

〇近年の災害の頻発化・激甚化を受け、本市においても大規模な自然災害が危惧されて

います。市民アンケートの結果では、災害時に頼りにする人がいないと回答した人はわ

ずかであったものの、災害発生時に気になる人が地域にいるかでは、「わからない」と

回答した人が約４割となっており、防災の視点からも日頃の地域のつながりの強化が

重要となっています。 

〇社協では、災害時に備えた年１回の運営訓練や市民向けの研修を開催してるほか、市

では、自主防災組織の連絡会議やリーダー研修会を開催するなど、いつ起こるか予測

できない災害に備えた対策を推進しています。 
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【今後の方向性】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【主な取組】 

市民は 

◇家庭・地域で日頃から災害時の連絡方法や行動を話し合っておきます。ま

た、災害時の連絡先を確認しておきます。 

◇ハザードマップなど防災に必要な情報を把握し、災害情報を確実にキャッ

チして行動できるようにします。 

◇自主防災組織の活性化に向け、積極的に参加するとともに、日頃からの

地域の安全点検などを行います。 

◇ハザードマップをもとに、見やすく分かりやすいマイタイムラインをつくりま

す。 

◇避難行動要支援者及び支援者に積極的に登録します。 

◇防災訓練・避難訓練等に積極的に参加します。 

社協は 

◇常設型の災害ボランティアセンターとして、平常時には研修や訓練を実施

し、災害時には被災者への生活支援と被災地の復旧・復興支援に取り組

みます。 

◇災害時に備え、企業や団体との連携を強化します。特に建設・土木系企業

（技術系）の災害ボランティア登録を増やすため、地域の災害に対する意

識の向上を図ります。 

市は 

◇自主防災組織未設立地域に対する設立に向けた支援及び自主防災組

織活動のさらなる活性化に向けた支援を行います。 

◇災害ボランティアセンターの運営を支援するとともに、市民へのＰＲを強化

します。 

◇避難行動要支援者個別避難計画の作成にあたり、地域の中で支援が必

要な人を把握し、顔の見える関係づくりの支援や情報提供します。策定し

た個別避難計画に基づき避難訓練を実施し、共助の強化を図ります。 

 

 

■市民一人ひとりの防災力を高め、自主防災組織の活性化を推進するとともに、災害ボ

ランティアセンターのより一層の周知に努めます。また、災害ボランティア登録制度の

周知啓発と、登録者の増大に努めます。 

■避難行動要支援者の避難支援プランに基づき、支援が必要な人・支援できる人の登

録を進め、地域の中での協力体制を構築します。 

■避難行動要支援者個別避難計画に基づく避難訓練の実施等を通し、地域の連携の強

化を図ります。 
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② 防犯・交通安全の推進 

【現状と課題】 

〇社協の各支部を中心に小地域での見守り活動を展開しているほか、地域における登下

校の見守り等を通じて、防犯活動や交通安全活動を推進しています。 

〇交番のない地域や、交通量が多く標識などの整備や安全の確保が必要な場所もみら

れることから、警察と連携した防犯・交通安全活動のさらなる強化が必要です。 

〇犯罪被害者支援については、犯罪行為により死亡した者の遺族又は傷害を受けた者へ

の見舞金の支給や、犯罪被害者支援に関する広報・啓発活動を推進しています。 

 

【今後の方向性】 

 

 

 

 

 

【主な取組】 

市民は 

◇一人ひとりが防犯や交通安全についての意識・知識を高め、犯罪や事故

に遭わない・起こさないよう心がけます。 

◇家族や地域で声をかけ合い、子どもや高齢者等の安全確保に努めます。 

社協は 
◇地域における見守り活動の推進や、警察との連携の強化により、防犯活

動、交通安全活動を支援します。 

市は 

◇消費生活相談窓口、防災・防犯緊急メール配信などの情報提供を強化す

るとともに、警察や地域と連携して市民の安全確保を進めます。 

◇犯罪被害者等支援条例に基づき、犯罪被害者への支援に努めます。 

 

  

■一人ひとりが防犯・交通安全意識を高めるとともに、市民の安全を地域全体で守る体

制を強化していきます。 

■犯罪被害者等が被害から回復し、平穏な生活を営むことができるよう支援を行います。 



66 

③ バリアフリーのまちづくり 

【現状と課題】 

〇公共性の高い建築物のバリアフリー化については、各主体が関係法令に基づき、取組

を推進しています。 

〇情報のバリアフリー化については、イベントや研修会などで手話通訳などの支援体制を

取り入れています。しかし、広報誌などでは障がいのある人への配慮が十分とはいえず、

主要な情報や資料について、通常時から音声化や多言語化などを推進することが必

要です。 

〇心のバリアフリー化については、小学校での出前講座や、認知症高齢者等見守り声か

け訓練等を通じて、理解の促進に努めており、今後も認知症や障がいのある人との関り

について考える機会づくりを設置することが重要です。 

 

【今後の方向性】 

 

 

 

 

【主な取組】 

市民は 

◇障がい者用駐車場や道路などの歩行空間をふさがないよう心がけ、バリ

アフリー化が必要な環境の点検と改善に努めます。 

◇障がいの特性などに対する理解を進め、まちの中で通行や行動に困って

いる人がいたら思いやり、手を差しのべます。 

社協は 

◇主要な情報や資料などの音声化・多言語化などを推進することで、誰に

でも分かりやすい情報提供に努めます。 

◇心のバリアフリー化に必要なことついて、多くの方が参加しやすい企画を

実施することで、様々な立場から考えていく機会の拡充を図ります。 

市は 
◇各種法令に基づき、公共施設のバリアフリー化を推進するとともに、民間

施設等におけるバリアフリー化を促進・指導します。 

 

 

  

■ハード面のみならずソフト面（思いやり）からのバリアフリー化を進め、誰もが参加・活

動しやすいまちをみんなでつくっていきます。 
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④ 外出しやすいまちづくり 

【現状と課題】 

〇人口減少に伴う公共交通利用者の減少により、近年、既存交通の維持が難しくなってき

ています。 

〇市や社協では、コミュニティバスの運行や、サロンへの送迎協力（鹿背山）、お買い物ツ

アーの実施（加茂地域）などにより、移動手段の確保に努めていますが、地域懇談会で

は公共交通の本数が少ない、買い物等の移動手段が少ないといった声が多くあがって

おり、市民のニーズや地域の実情に応じた支援体制の充実が課題となっています。 

 

【今後の方向性】 

 

 

 

 

【主な取組】 

市民は 
◇外出に困っている方に、できる限り手を差しのべます。 

◇外出の際は公共交通を積極的に利用します。 

社協は 

◇公共交通では補いきれない移動の穴を補完するため、地域住民や福祉・

交通事業者の協力による新たな手段を検討していきます。 

◇市と協力しながら現状の公共交通の運行の維持・改善に努めます。 

市は 

◇新たな交通サービス導入の検討やモビリティ人材育成事業の実施など

様々な可能性を模索しながら、引き続き、木津川市地域公共交通総合連

携協議会にて対策を検討していきます。 

 

 

 

 

  

■誰もが外出しやすく移動に困らないまちづくりの実現に向け、様々な解決手段を検討し

ていきます。 
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基本目標３ 総合的な相談・支援体制づくり 

（１）包括的な支援体制の整備 

悩みや困りごとを抱え困っている人に情報・支援が届き、誰でも気軽に相談しやすい相談

支援体制の整備を推進します。 

また、地域共生社会の実現に向けて、“誰ひとり取り残さない”より良い地域をつくるため、

本市における重層的支援体制の整備を推進していきます。 

 

① 相談支援の充実 

【現状と課題】 

〇市民アンケート結果をみると、悩みや困り事の主な相談先で「市役所」と回答した人が

24.4％となり、前回調査（12.0％）から大きく増加しています。また、相談しない・でき

ない理由として「誰（どこ）に相談すればいいかわからないから」と回答した人が

10.9％と、前回調査（23.2％）から減少していることからも、相談体制の充実に向けた

様々な取組の成果がうかがえます。 

〇相談しやすい体制のさらなる充実のためには、引き続き、相談窓口の周知に努めるとと

もに、担当職員のスキルアップを図ることが重要です。 

 

【今後の方向性】 

 

 

 

 

 

 

【主な取組】 

市民は 

◇不安や問題を自分や家族だけで抱え込まず、心配ごとがあれば早めに相

談する相談上手になります。 

◇福祉事業者や福祉団体は、相談機能を強化し、必要に応じて社協や市に

つなぎます。また、地域に向けた講演活動を行います。 

◇事業所間の勉強会の実施など横のつながりを強化し、情報共有を行いま

す。 

  

■市民の利便性の向上に考慮した相談窓口の拡充を図るとともに、窓口に関する情報の

効果的な周知を行います。 

■職員のスキルアップを図りながら、関係機関の連携を強化することで、複雑・多様化す

る相談への対応力を向上させます。 

【関連するＳＤＧｓ】 
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社協は 

◇「電話何でも相談」など、誰でも気軽に相談できる窓口を充実し、速やか

に専門機関につなぐよう図るとともに、相談窓口の周知活動を強化しま

す。 

◇支所ごとに配置している CSW を中心に総合的な相談に対応します。 

◇CSW の存在や役割について周知するとともに、関係機関との連携体制を

整備します。 

◇社協職員や地域のキーパーソン（自治会･社協役員､民生児童委員、各

種事業者・団体スタッフ、ボランティア等）の相談スキルの向上を図る全体

研修などの企画・実施・紹介をします。 

市は 

◇インターネット等による相談受付の検討等、気軽に相談できる窓口のさら

なる拡充を図ります。 

◇相談窓口の場所や相談方法について、インターネット等も活用した効果的

な周知方法を検討します。 

◇子育てに関する情報発信については、子育て応援サイトや市ホームページ

の見直しを検討するとともに、市公式 LINE や子育てアプリの運用等、

SNSやオンライン環境を活用した利用しやすい体制の構築を検討します。 

◇多様化・複雑化する相談に対応できる人材を育成するとともに、人事部門

と調整を行い、必用に応じて専門職の配置を検討します。 

◇個別の相談情報の機密性を高めるとともに、各分野の相談内容を蓄積・

分析して課題の把握と解決に向けた検討・対応につなげます。 

◇各種相談機関・専門機関の連携を強化し、対応力の向上を図ります。 

 

② 生活課題の把握 

【現状と課題】 

〇社協では、各研修会、訓練、懇談会を通じ、職員や地域のキーパーソンの課題発見力、

解決力の向上を図っています。また、団体懇談会や地域支え合い会議（協議体）におけ

るニーズ調査及び、認知症カフェやきずな食堂、ひきこもり等の居場所づくりを通して、

地域の声の把握に努めています。 

〇市民の生活課題の把握に向けては、市民の抱える課題が多様化・複雑化していること

や、潜在化している課題を抱えた方の把握が困難であることが、市民・地域・行政の共

通課題となっており、アウトリーチ型活動のさらなる充実を図ることで、必要な人に情報

や支援を積極的に届ける仕組みづくりが必要です。 
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【今後の方向性】 

 

 

 

 

 

 

 

【主な取組】 

市民は 

◇地域の中で互いに目配りをして、住民同士で相談し合える関係を育んで

いきます。 

◇心配なことがあれば身近な相談役等に連絡します。 

◇住民同士で解決できないことは、市や社協に連絡します。 

社協は 

◇一人ひとり負担を減らし、みんなで支え合える地域づくりに向けて、地域の

キーパーソンを増やすための支援を行います。 

◇社協職員や地域のキーパーソンの課題の発見力・解決力の強化に向け

た研修会の実施に当たっては、若者を含めた幅広い世代が参加しやすい

よう、広報や開催方法を工夫します。 

◇市と連携して各種支援機関・人材のネットワークを形成し、地域からの相

談ごとや様々な課題に速やかに対応できるようにします。なお、連携のさら

なる強化に向けて、障害者支援団体の参加を呼び掛けます。 

◇障がい児・者団体懇談会を継続し、各種団体を束ねるつなぎ役を社協が

担います。 

◇相談を待つだけではなく、サロンやつどい等の居場所に来れない方や、既

存の制度に当てはまらない家庭へのニーズ調査等のアウトリーチ型活動

を強化します。そのためには、普段から地域へ出て地域住民と共に活動す

ることや、各団体との連携の強化とともに、活動に関わる地域住民、団体、

職員の確保に取り組みます。 

 

 

■身近な相談者との連携の強化や、地域のキーパーソンの増加を図ることで、地域の声

を把握しやすい体制を整備します。 

■地域の中の課題発見機能として、アウトリーチ型活動を充実させることで、相談を待つ

だけでなく、必要な人に必要な支援や情報を積極的に届ける仕組みづくりを推進しま

す。 
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市は 

◇相談を待つだけではなく、日頃から地域や障がい者団体との交流とアウト

リーチ型活動を重視します。具体的には、民生・児童委員による見守り活

動の継続や、地域包括支援センターを中心とした状況把握、乳児家庭全

戸訪問事業や乳幼児相談、乳幼児健診等を通した要支援者の早期発

見・継続支援、ライフステージに応じた健康相談、健康教育が実施できる

体制整備を推進します。 

◇課題を連絡した人や連絡内容に関する情報の機密性を保持します。 

◇個人情報の適正な取扱いを確保したうえで、分野を横断したデータ連携

により、潜在的に支援が必要なこどもの支援について、検討を行います。 

◇相談支援の強化や、相談窓口の周知を図るとともに、地域から連絡を受

けた内容や把握した問題を分析し、速やかな対応につなげます。 

◇社協とともに、地域における課題把握・解決力の増強を支援します。 

 

③ 重層的支援体制整備の推進 

【現状と課題】 

〇近年、ダブルケアや 8050 問題、社会的孤立等、既存の制度の対象になりづらい課題

が社会問題となる中、本市においても、市民アンケートによる回答者や回答者の家族、

隣近所の住民の困りごとの該当状況をみると、「家族やパートナー等から暴力（肉体

的・精神的・経済的）を受けている」、「社会との関わりがなく孤立している」、「自殺を

考えたことがある」といった深刻な内容を含めて、各項目で該当する方がいる状況です。 

〇国では、令和３年４月に「地域共生社会の実現のための社会福祉法等の一部を改正す

る法律」が施行され、既存の相談支援等の取組を活かしつつ、地域住民の複雑化・複

合化した支援ニーズに対応する包括的な支援体制の構築を支援する「重層的支援体

制整備事業」が創設されました。 

〇市民アンケートでは、重層的支援体制の整備について特に力を入れるべき取組として、

「属性や世代を問わず、相談や悩みを断らずに受け止める体制の構築」、「だれもが社

会とのつながりを持つことができるようにするための支援の充実」、「これまで支援が届

いていなかった人に、必要な支援を届けるための体制の構築」を求める声が多くあがっ

ており、本市においても、市民ニーズに合った包括的支援を進める必要があります。 
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【今後の方向性】 

 

 

 

 

 

 

 

 

【主な取組】 

市民は 

◇ひきこもり、８０５０問題など複雑化・複合化した課題があるときは、ひとり

で悩まず、市や関係機関に相談します。 

◇課題を抱えているけれども、支援につながっていないと思われるご家庭な

どがあれば、市や関係機関などに相談します。 

◇課題を抱えた方の社会参加などを助け、地域活動への受け入れなど、地

域で支え合いを深めます。 

社協は 

◇市と共に、複雑化・複合化、制度の狭間など、さまざまな課題を抱える家庭

などに、伴走的な支援を行います。 

◇各圏域にコミュニティーソーシャルワーカー（CSW)を配置し、属性や世代

を問わず相談を受け止め、アウトリーチによる相談支援を継続します。 

◇だれもが社会とのつながりを持つことができるように多様な居場所の創

出や参加支援の仕組みを構築します。 

◇地域づくりにおいて、各事業実施者と意見交換し、事業参加者交流など

地域課題の抽出や改善等を図ります。 

市は 

◇断らない相談支援として、属性を問わない相談支援において浮かび上が

ってきた課題を受け止め、市や関係機関の適切な連携によって個別支援

を行います。 

◇複雑化・複合化した支援ニーズに対して、多機関で共同して支援を行うた

めの包括的な支援体制を構築します。 

◇参加支援や地域づくりなど、地域とのつながりや関係性づくりを行います。 

 

  

■複雑化・複合化した生活課題を抱えている個人や世帯への支援など、多様化する支援

ニーズに対応し、市・関係機関が連携して支援を行うため、属性を問わない「包括的相

談支援」、複数の部署や関係機関で連携する「多機関協働」、社会とのつながりをつく

るための支援を行う「参加支援」、世代や属性を超えて交流できる場や居場所の確保

などを行う「地域づくり」など、重層的支援体制整備事業を活用し、包括的支援体制の

整備を推進します。 



73 

（２）権利擁護機能の強化 

地域共生社会の実現に向け、すべての市民が尊厳のある本人らしい生活を継続できるよ

う、権利擁護の制度の周知と、利用の促進に努めます。 

 

① 権利擁護ネットワークづくり 

【現状と課題】 

〇社協では、人権について考えたり、様々な立場の人が理解を深め合うきっかけづくりとし

て、イベントや研修を開催しています。市では、小中学校における人権学習を推進すると

ともに、教職員の人権に関する認識や人権感覚を高めるための研修の場の拡充に取り

組んでいます。 

〇権利擁護に関するさらなる理解の促進に向けて、今後は、障がいの有無等に関わらず

参加しやすいイベントの企画や運営体制を検討し、より多くの人が参加できる体制づく

りが必要です。また、社会情勢の変化によって顕在化する新たな人権課題にも対応した

人権教育の充実を図ることも重要です。 

〇虐待の防止・早期対応に向けては、地域包括支援センターとの連携により、高齢者への

虐待に対する体制づくりに努めていますが、介護だけでなく、障がいやその他の要因が

重なる困難なケースへの対応が、今後の課題となっています。 

 

【今後の方向性】 

 

 

 

 

 

【主な取組】 

市民は 

◇自らの人権、権利について主体的に考え、自らを守っていくとともに、様々

な立場の人の身になって差別や権利の侵害から守り合います。 

◇虐待などに気付いたら速やかに市に連絡します。 

社協は 

◇人権について考えたり､様々な立場の人々がともに理解を深め合っていく

ことのできる機会づくりを進めるため、より多くの人が参加しやすいイベン

トの企画や運営体制の検討を行います。 

◇権利擁護支援者の養成研修を継続することで、理解の促進と担い手の確

保に努めます。 

■あらゆる差別や権利を侵害する要因の除去に努め、虐待や権利の侵害などがあれば、

早期に対応していく体制を市全体でつくっていきます。 
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市は 

◇学校教育、生涯学習などの内容の充実を図るとともに、校種間連携を推

進し、系統的・継続的な人権教育の実践を推進します。 

◇各種機関のネットワーク化を図り、市民の立場に立った権利擁護の総合

的な対応を強化します。 

◇虐待の防止・早期対応・被害者保護に向けて、福祉総合相談室が中心と

なり、他部署、関係機関との連携を強化することで、複合化した課題への

対応に取り組みます。 

 

② 成年後見制度の利用促進 

【現状と課題】 

〇高齢化の進行に伴う認知症高齢者の増加など、判断能力が不十分な方に向けた支援

ニーズの高まりが予測される中、市民アンケートにおける権利擁護に関する事業・制度

の認知状況をみると、“日常生活自立支援事業”を知らない人が約半数、“成年後見制

度”を知らない人が約３割となっています。 

〇市では、令和４（2022）年度に木津川市成年後見支援センターを設置し、一次相談機

関として相談対応を実施しているほか、社協では、令和５（2023）年度に法人後見事

業を立ち上げ、支援体制の充実を図っています。しかしながら、市民アンケートにおける

木津川市成年後見センターの認知状況をみると、「知らない」と回答した人が８割以上

となっており、周知が十分とは言い難い状況にあります。 

〇今後も、支援が必要な人が適切に制度を利用できるよう周知活動を推進するとともに、

より制度を利用しやすい仕組みづくりが必要です。 

 

【今後の方向性】 

 

 

 

 

 

【主な取組】 

市民は 

◇成年後見制度の情報の取得に努めます。 

◇地域の中で成年後見を必要とする人を把握した場合は、速やかに相談機

関に連絡します。 

■成年後見制度の周知に努めます。 

■成年後見制度の利用を促進していきます。 



75 

社協は 

◇成年後見制度に関する支援やサービスの周知活動を推進し、制度の理解

促進に努めます。 

◇成年後見申請にかかる医師の診断書の作成への理解の促進等に向け、

医療関係者との連携の仕組みをつくります。 

◇法人後見支援員の育成など受任の体制を整備しながら、法人後見事業

を適正に運営します。 

市は 

◇広報やホームページ、地域住民の会合などを活用し、成年後見に関する

積極的な周知啓発を行います。 

◇成年後見支援センターにおける相談対応を推進します。 

◇成年後見支援センターを中心とした関係機関の連携体制の構築につい

て検討します。 
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基本目標４ 地域福祉の基盤づくり 

（１）地域福祉を担う人材の確保・育成 

地域福祉の活動を支え、高めていく上で根幹をなすのは、地域の“人”です。アンケートや

地域懇談会における市民の声では、地域の様々な場面で担い手不足、人材確保が課題と

してあがっており、本計画期間で取り組むべき喫緊の課題であるといえます。 

人材の確保・育成に向けた第一歩として、地域福祉に関心を持つ市民の増加に向けた意

識啓発を推進するとともに、地域を担う人材や団体への支援を推進します。 

 

① 地域福祉に関する意識啓発 

【現状と課題】 

〇市民アンケートにおける回答者の地域福祉活動への関心の変化をみると、地域活動を

している人や近所付き合いをしている人の方が、そうでない人に比べて「どちらかという

とより関心を持つようになった」と回答した人が多い傾向がみられます。 

〇地域を支える人材の確保・育成が喫緊の課題となるなかで、地域に参加する第一歩と

して、市民一人ひとりの福祉に対する理解や支え合いの意識を醸成し、地域福祉の主

体としての自覚を促すこと重要です。 

 

【今後の方向性】 

 

 

 

 

【主な取組】 

市民は 
◇家庭内での福祉教育に取り組みます。 

◇地域や市が開催する福祉学習の機会に積極的に参加します。 

社協は 
◇児童生徒のみならず社会人に対しても、福祉の学習に役立つ幅広い情報

提供や学習機会づくりを進めます。 

市は 

◇学校教育、生涯学習と連携して福祉教育を進めます。 

◇学校教育だけでなく、地域との連携も視野に入れ、福祉教育の充実に努

めます。 

 

 

■地域を支える人材の確保に向けて、地域福祉に関心を持つ市民を増やすための意識

啓発を推進します。 

【関連するＳＤＧｓ】 
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② 地域福祉を担う人材の育成 

【現状と課題】 

〇社協では、様々な年代の方にボランティアに興味を持ってもらうため、令和５（2023）年

度よりボランティア体験会を実施しています。現状、まだ広く周知が行き届いていないこ

とや、平日開催のため参加者が限定されることが課題となっているため、周知方法や運

営体制を検討し、より多くの人に参加してもらえるよう工夫が必要です。 

〇また、若いうちからボランティアに触れる機会がもてるよう、学校での福祉体験学習や職

業体験も推進しています。 

〇近年の複雑・多様化した福祉ニーズに適切に対応するためには、引き続き、市、社協、事

業所等職員のスキルアップにも努める必要があります。 

 

【今後の方向性】 

 

 

 

 

【主な取組】 

市民は 

◇市の生涯学習、社協のボランティア講座・福祉体験プログラムなどに関心

を持ち、積極的に参加します。 

◇福祉事業者は、福祉人材の育成拠点として、良質なサービスを支えるスタ

ッフの育成・確保に努めるとともに、インターンシップ、体験学習、ボランティ

ア養成などを受け入れます。 

社協は 

◇ボランティアセンターを中心に、様々な支援ニーズ、活動ニーズに応えるボ

ランティアの育成を進めるとともに、より多くの人に興味をもってもらえるよ

うボランティア体験の開催及び周知啓発を行います。 

◇ボランティアの推進に向けて連携できる企業を発掘します。 

◇ボランティアに関心を持つ児童・生徒を増やすため、年間を通した福祉体

験学習の開催や、福祉ジョブチャレンジの受入れについて検討します。ま

た、教育委員会と連携した学校評価への組み込みや申込の ICT化等、参

加しやすい環境づくりについても検討します。 

◇外部研修の活用、市や福祉事業者等との交流などにより、職員のスキル

アップを進めるとともに、客観的にスキル向上が測定できる仕組みを整備

します。 

◇介護人材の育成のため、資格取得に対する助成金を創出し、資格取得を

推進します。 

■学校、企業、地域、事業者とともに、地域福祉を担う専門人材やボランティアの育成・

確、スキルアップを進めていきます。 
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市は 

◇公民館まつりや講座・サークル発表会を開催し、生涯学習での学びを通じ

た人とのつながりづくりを広めるとともに、サークル活動のリーダーとなる

人材育成に努めます。 

◇外部研修の活用、社協や福祉事業者等との交流などにより、職員のスキ

ルアップを進めます。 

◇専門人材の育成について、研修情報の提供、研修受講の支援などを行っ

ていきます。 

 

③ 各種団体の育成・支援 

【現状と課題】 

〇地域福祉関係団体の意識調査における、団体が地域活動を行う上での課題としては、

「活動メンバー（担い手）のなり手がいない」、「メンバーの高齢化により活動の継続が

難しい」といった“担い手”“人材”に関する課題の割合が、全般的に高くなっています。 

〇市と社協は連携して、様々な形で各種団体の活動を支援していますが、高齢化の進行

等に伴う担い手・人材不足は避けがたく、各団体のニーズに寄り添った支援の充実が

必要です。 

 

【今後の方向性】 

 

 

 

 

【主な取組】 

市民は 

◇老人クラブ、障がい者団体をはじめ、様々な立場の人々の参加と交流の基

礎となる団体への参加と活用に取り組みます。 

◇地域の中での支え合いや様々なボランティア・ＮＰＯ活動等に関心を持ち、

できることで参加してそれらの活動を育む主体となります。 

◇主体的に楽しみながら活動するとともに、活動の様子を積極的に情報発

信します。 

社協は 

◇各種団体の活動を支援（資金・資材・情報・相談等）するとともに、団体間

が交流する機会を拡充し、活動の活性化を支援します。 

◇各団体のＰＲ、活動に有効な助成制度の活用などについて支援します。 

◇Instagramをはじめとする SNSを活用して、より多くの人の目に留まるよ

う工夫した情報発信を行います。 

■地域福祉の推進を支える各種福祉団体、当事者団体の育成・支援を進めます。 
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市は 

◇社協と連携して各種団体の活動を支援します。 

◇各種協働事業を通じて、各種団体の活動の支援と活性化を進めます。 

◇社会福祉法人の認可、団体活動の支援を通じて、福祉事業の公共性と健

全な育成を進めます。 
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（２）福祉サービスの有効な利用の促進 

必要な人が必要なサービスを主体的な選択によって利用することができるよう、情報提供

や様々な支援制度の利用促進を図ります。 

また、分野を超えたネットワークの構築により、地域における様々な社会資源（ヒト・モノ・カ

ネ・情報等）が有効に活用され、地域の中で良好な福祉サービスが健全に育まれる体制づ

くりを推進します。 

 

① サービス利用のための意思決定支援 

【現状と課題】 

〇市民アンケートにおける健康や福祉に関してほしい情報では、「自分や家族が利用でき

る「福祉制度」に関する情報（施設・サービス・経済措置等）」が最も多くなっています。 

〇老老介護や老障介護、障がいのある人の親亡き後の人生設計など、自己決定による生

活設計やサービス利用を必要とする支援ニーズは増加傾向にあります。必要な人が必

要な情報をもとに適切なサービスを利用できるよう積極的な情報提供を行うとともに、

主体的な選択を支援する様々な制度の利用促進を図る必要があります。 

 

【今後の方向性】 

 

 

 

 

 

 

【主な取組】 

市民は 

◇市民及び福祉事業者は、サービス利用は自己決定に基づくものであると

いう意識を持ち、市民の中にこの認識を育んでいきます。 

◇福祉制度やサービスの情報に関心を持つとともに、相談支援者等と相談

しながら、地域で自立して生活していくために必要なことを主体的に考え

ていきます。 

◇地域は、日頃の付き合いの中で、自己決定を補完・支援していきます。 

■支援を必要としている当事者及び家族が自分らしい生活を維持できるよう、必要な情

報を届けるとともに、その主体性に基づく支援を実現します。 

■福祉サービスの利用のみならず、地域の支え合いや交流なども含め、トータルな生活

設計支援をめざします。 
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社協は 

◇住民の力による福祉サービス利用援助事業（地域福祉権利擁護事業）を

推進するとともに、事業の認知度向上に向けた周知活動を行います。 

◇福祉事業者として、自己決定によるサービス利用の適切なあり方、一人ひ

とりの主体性を確保するために必要な環境づくり等を研究し、市民や事業

者にフィードバックする仕組みを整備します。 

市は 

◇福祉制度や福祉サービスの適切かつ有効な利用について、市民によりき

め細やかな情報提供を行い、必要な情報が適切に行き渡るよう努めます。 

◇障がいのある人や高齢者の主体性を確保した地域での支援体制を整備

するため、人材確保や関係機関のネットワークの強化を図ります。 

◇介護保険制度、障害者総合支援法に基づく、適切なケアマネジメントを推

進します。 

 

② 福祉サービスの充実 

【現状と課題】 

〇介護保険サービス、障害福祉サービス、保育及び子育て支援事業等は、それぞれ行政

計画を策定してサービスの確保と適切な提供を図っています。 

〇社協では、社協が運営する認知症カフェで京都山城総合医療センターと連携し、「相談

ができる認知症カフェ」を運営し、増加する支援ニーズに対応しています。市では、高齢

者等配食サービス事業、認知症高齢者等見守り及び声かけ訓練などを実施しながら、

サービスの適正利用に向けた取組を推進しています。 

〇今後は、関係機関同士が分野を超えて連携を図り、多様化する支援ニーズや複合的・

複層的な課題への対応力を強化する必要があります。 

 

【今後の方向性】 

 

 

 

 

 

 

 

  

■制度に基づくサービスの充実と適切な利用（提供）の推進、制度の狭間を埋めるサー

ビスの確保を進めます。これらのサービスは、単なる生活支援にとどまらない複合的な

機能を持つものであり、市・社協・事業者のみならず、利用者や地域の参加により育ん

でいくこととします。 

■高齢、障がい、子育てといった分野を越えた総合的なネットワークにより、地域課題の

把握やサービスのあり方の検証等に取り組みます。 
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【主な取組】 

市民は 

◇普段から福祉制度やサービスについて関心を持ち、情報収集に努めます。 

◇地域の福祉施設・事業者と交流し、協力し合う関係を育みます。 

◇福祉事業者は、情報公開や福祉サービス第三者評価の実施、地域との交

流やボランティアの受け入れなどを通じてサービスの充実を図ります。 

社協は 

◇社協ならではの福祉サービス提供（認知症カフェの支援、買い物ツアーの

実施等）、各種相談対応、人材育成事業などを通じて民間事業者による

事業を補完・支援していきます。 

◇高齢、障がい、子育てといった分野を越えた地域課題を検討する場を創出

し、市・市民・地域・様々な事業者との協力により、課題の解決に向けた新

たなサービスの創出などをともに進めていきます。 

市は 

◇介護認定審査会、障害支援区分認定審査会、地域包括支援センター運

営協議会、地域密着型サービス運営委員会、自立支援協議会等の運営

などを通じてサービスの適正利用や支援の充実を図るとともに、サービス

提供（利用）等を支える分野を超えた総合的なネットワークづくりを進めま

す。 

◇社協や地域、事業者等と連携して、地域での自立した生活を支える生活

支援体制の構築を推進します。 
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（３）情報の整備と発信 

福祉に関する活動の活性化に向けて、住民ニーズに合わせた福祉関連情報を整備しま

す。また、紙媒体やインターネット、SNS 等、情報発信に向けたツールの選択肢が増える中、

必要な情報を必要な人に届けるため、多様なツールを活用した伝わりやすい情報発信に努

めます。 

 

① 情報の整備 

【現状と課題】 

〇市民アンケートによる健康や福祉に関して欲しい情報では、「自分や家族が利用できる

「福祉制度」に関する情報（施設・サービス・経済措置等）」、「困った時「どこに相談し

たらいいか」わかる情報（相談機関・相談窓口情報）」が特に多くなっています。一方、

「特にほしい情報はない」が 18.7％と、前回調査（13.5％）から増加しています。 

〇今後は、市民のニーズに合わせて必要な情報を整備するとともに、福祉に関する意識啓

発を推進することで、積極的な情報収集を促す取組が必要です。 

 

【今後の方向性】 

 

 

 

【主な取組】 

市民は 

◇福祉に関心を持ち、積極的に情報を入手します。 

◇市民、住民として情報整備に参画していきます。 

◇入手した情報を活用して、地域福祉に貢献していきます。 

社協は 

◇市民・地域、市の間で、市民が必要とする福祉関連情報の整備をリードし

ます。 

◇市民ニーズに対応した情報整備に向け、市民の声を把握できるツールの

活用について検討します。 

◇役職員研修や地域懇談会を活用し、地域課題の共有に努めます。 

市は 

◇個人情報の保護に留意しながら、地域福祉の推進に必要な情報（福祉を

めぐる需給情報や、福祉活動の促進に係る情報）を整備していくとともに、

情報入手に努めます。 

◇各種行政計画の策定を情報整備の機会として有効に活用し、計画間の

整合を図ることで総合的な福祉情報の整備を進めます。計画策定する際

は、各種関係機関・団体などの参画により、必要な情報・意見を偏りなく盛

り込みます。 

 

■市民の必要とする情報の把握に努め、ニーズに合わせた情報の整備を推進します。 
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② 届く情報づくり 

【現状と課題】 

〇市民アンケートによる健康や福祉に関する情報の入手先では、「市役所（市の広報誌）」

が約半数で最も多くなっています。「特に入手していない」と回答した人は全体では

5.8％と低い状況ですが、年齢が低いほど割合が高くなる傾向にあり、“18～29歳”で

は 17.5％となっています。 

〇市民アンケート結果では年代によって情報の入手先にばらつきがみられることや、地域

懇談会では SNS等を活用した情報を望む声もみられることから、今後は多様なツール

を活用し、幅広い世代に情報を届けるための工夫が必要とされます。 

 

【今後の方向性】 

 

 

 

【主な取組】 

市民は ◇福祉に関心を持ち、積極的に情報を入手します。【再掲】 

社協は 

◇広報紙きずなや社協ホームページ、SNS の活用、各種パンフレットや相

談窓口、各種講演会等様々な機会を活用し、福祉関連情報を多くの人が

入手できるよう図るとともに、適切な利用を支援していきます。 

◇特に若い世代に向けて、SNS（Facebook、Instagram 等）での情報発

信を強化します。 

◇市とともに本計画のＰＲや説明の機会を充実し、計画の周知を進めます。 

市は 

◇情報のバリアフリー化を進め、福祉関連情報を誰もが支障なく利用できる

よう図ります。 

◇市の広報やホームページ、相談窓口、各種講演会や出前講座など様々な

機会を活用し、福祉関連情報を多くの人が入手し、適切に活用できるよう

伝わりやすい情報発信に努めるとともに、積極的な情報発信を推進しま

す。 

◇社協とともに本計画のＰＲや説明の機会を充実し、計画の周知を進めます

（福祉フォーラムの開催など）。 

 

  

■福祉関連情報を、誰にでも利用しやすいかたちで提供していきます。 
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（４）地域福祉の推進体制の充実 

地域福祉の推進に向けて、積極的な活動を支える財源確保に努めるとともに、本市にお

ける地域福祉活動の中心を担う社協への支援を強化します。 

 

① 財源の確保 

【現状と課題】 

〇国や地方の財政状況は引き続き厳しい状況にあり、多様化・増加する福祉課題に対応

するためには、公的な資金だけでなく、地域で活動を支える民間の財源の確保がより

一層重要となっています。 

〇社協では、会員増強運動、歳末法人募金・街頭募金運動等により、財源の確保に努め

ていますが、安定的で持続可能な組織・事業運営を推進するためには、新たな財源の

確保が必要です。 

 

【今後の方向性】 

 

 

 

 

 

【主な取組】 

市民は 

◇コミュニティビジネスなど、地域の福祉課題に対応する自主事業を開発し

ていきます。 

◇社協会員となります。福祉バザーや共同募金に参加します。 

◇クラウドファンディングにより賛同する活動を支援します。 

社協は 

◇自治会や民生児童委員協議会、各種団体等と連携・支援して運営基盤を

強化します。 

◇福祉バザーを含めた SDGsの催しを継続します。 

◇社協版ふるさと納税等新しい取組を検討します。 

◇社協の理解促進に努め、会員増強、共同募金運動の効果的な展開に取

り組みます。 

◇自主財源の確保、助成金・補助金の獲得等について常に情報収集し、支

部への周知に努めます。クラウドファンディングで目的を明確にした支援を

募ります。 

■市と社協の連動体制による事務局機能を強化し、地域福祉推進のための財源確保と

有効な事業運営に努めます。 

■クラウドファンディングなど新たな財源確保を検討していきます。 
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市は 

◇地域福祉推進のための財源確保に努めるとともに既存事業の見直しも

含め効率的で効果的な推進手段を検討します。 

◇民間の地域福祉ネットワークの中核としての社協との連携・支援により、効

果的に地域福祉を推進していきます。 

◇コミュニティビジネスの先進事例研究や啓発活動を行います。 

 

② 市から社会福祉協議会への支援の強化 

【現状と課題】 

〇市民アンケートによる木津川市社会福祉協議会の認知状況は、「取組を知っている」と

回答した人が 31.1％となり、前回調査（24.2％）から増加しています。また、取組を知

っている人のうち、取組を「評価している」と回答した人が約９割となっており、これまで

の成果がうかがえます。 

〇本市における地域福祉活動の中心を担っている社会福祉協議会について、引き続きそ

の活動を支援するとともに、協働して誰もがつながり、支え合える地域共生社会の構築

をめざした取組を推進することが重要です。 

 

【今後の方向性】 

 

 

 

 

 

 

  

■市は、社協の活動支援を強化するとともに、協働して地域共生社会の構築に努めます。 
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第５章 計画の推進に向けて 

１ 推進体制 

（１）庁内推進体制の整備 

本計画の推進にあたっては、福祉・健康・教育・文化・就労・環境・防災・住民自治・建設・

情報をはじめ多方面にわたる総合的な取組が必要であり、各課との緊密な連携の上で施

策の推進を図るとともに、庁内体制の整備にあたります。 

また、関係各課及び担当者がそれぞれの事業において地域福祉の視点に立った取組を

進めることができるよう日頃の情報交換を重視するとともに、研修や社協との交流を行い、

市役所のすべての職員が各地域の実情や地域福祉活動への関心と理解を深め、さらなる

取組へとつなげていけるよう努めます。 

 

（２）社協を中心とする民間の推進体制の充実 

民間の推進体制については、現計画社協部会・委員会を母体に、民生児童委員協議会、

子育てネット、各障がい者団体等の各分野の協議体制と連携し、テーマによっては適宜分野

横断型の研究会等を運営して専門的・集中的な協議を行います。 

地域福祉活動は、地域ごとの実情に即した地域ごとの推進が基本であり、支部・地域ご

との推進体制（地域懇談会）を構築していきます。 

 

（３）協働の推進体制の設置・運営 

本計画の推進は、市と市民の協働が基本であり、市と社協が共同で事務局を担う推進

委員会を設置・運営して推進母体とします。計画策定時に運営した策定委員会を発展的に

継続するとともに、各委員はそれぞれの現場における推進を図り、日頃からの交流とネットワ

ークの充実に努めます。 
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２ 進行管理 

（１）PDCAサイクルによる進行管理 

計画の推進にあたっては、協働の推進体制づくりを進め、庁内各課及び社協事務局職員、

関係分野からの委員で構成する（仮称）地域福祉推進委員会を設置し、計画の進歩状況

を確認・共有するとともに、協議が必要な事項や新たな課題などについて検討します。 

進捗評価にあたっては、各事業・活動の実施状況や実績等の量的な測定にとどまらず、

計画推進上の成果や課題を把握し、各現場における日々の事業・活動の改善につなげてい

きます。 

本計画の推進では、協議と実践、公共と民間、分野と分野の間が途切れないようにすると

ともに、計画（Plan）を実行（Do）し、点検・評価（Check）して見直し（Action）をするとい

う PDCAサイクルを展開し、継続的改善を図っていくこととします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


